
 1 

令 和 ４ 年 9 月 16 日 

令 和 ４ 年 度 栃 木 県 議 会
 

第 3 8 9回 通 常 会 議 議 案 ( 1 )

1　　



                                                                       2  

 
 

令和４年度栃木県議会 第３８９回通常会議議案（１）目次 
 

 

 

  第１号議案  令和４年度栃木県一般会計補正予算（第５号）………………………………………………………………………………………………   4   

 

  第２号議案  令和４年度栃木県電気事業会計補正予算（第１号）…………………………………………………………………………………………  14   

 

  第３号議案  令和４年度栃木県用地造成事業会計補正予算（第１号）……………………………………………………………………………………  17   

 

  第４号議案  令和４年度栃木県施設管理事業会計補正予算（第１号）……………………………………………………………………………………  20   

 

  第５号議案  職員の定年等に関する条例の制定について……………………………………………………………………………………………………  21   

 

  第６号議案  職員の給与に関する条例等の一部改正等について……………………………………………………………………………………………  29   

 

  第７号議案  職員の育児休業等に関する条例の一部改正について…………………………………………………………………………………………  92   

 

  第８号議案  栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について…………………………………………………………  97 

 

  第９号議案  栃木県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正について……………………………………………………  99   

 

  第10号議案  栃木県手数料条例の一部改正について………………………………………………………………………………………………………… 106   

 

  第11号議案  特定非営利活動促進法施行条例の一部改正について………………………………………………………………………………………… 108   

 

  第12号議案  栃木県道路占用料徴収条例の一部改正について……………………………………………………………………………………………… 111   

 

  第13号議案  栃木県建築基準条例等の一部改正について…………………………………………………………………………………………………… 113   

 

  第14号議案  栃木県土地利用審査会委員の任命同意について……………………………………………………………………………………………… 116   

 

2　　



                                                                       3  

 

  第15号議案  栃木県公安委員会委員の任命同意について…………………………………………………………………………………………………… 117   

 

  第16号議案  権利の放棄について……………………………………………………………………………………………………………………………… 118   

 

  第17号議案  工事請負契約の締結について（栃木県立とちぎ海浜自然の家本館空調設備改修工事（長寿命化））………………………………… 119 

 

  第18号議案  工事請負契約の締結について（栃木県林業大学校（仮称）研修・研究棟ほか新築工事）……………………………………………… 120   

 

  第19号議案  令和３年度栃木県電気事業会計未処分利益剰余金の処分について………………………………………………………………………… 121   

 

  第20号議案  令和３年度栃木県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について………………………………………………………………………… 122   

 

  第21号議案  令和３年度栃木県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について………………………………………………………………… 123   

 

認定第１号  令和３年度栃木県病院事業会計決算の認定について………………………………………………………………………………………… 124   

 

  認定第２号  令和３年度栃木県流域下水道事業会計決算の認定について………………………………………………………………………………… 125   

 

  認定第３号  令和３年度栃木県電気事業会計決算の認定について………………………………………………………………………………………… 126   

 

  認定第４号  令和３年度栃木県水道事業会計決算の認定について………………………………………………………………………………………… 127   

 

  認定第５号  令和３年度栃木県工業用水道事業会計決算の認定について………………………………………………………………………………… 128   

 

  認定第６号  令和３年度栃木県用地造成事業会計決算の認定について…………………………………………………………………………………… 129   

 

  認定第７号  令和３年度栃木県施設管理事業会計決算の認定について…………………………………………………………………………………… 130    

 

  報告第１号  令和３年度栃木県電気事業会計継続費精算報告書の報告について………………………………………………………………………… 131   

 

  報告第２号  令和３年度栃木県水道事業会計継続費精算報告書の報告について………………………………………………………………………… 133   

 

  報告第３号  知事の専決処分事項報告について……………………………………………………………………………………………………………… 135   

3　　



 

                                                                     4  

 第１号議案 
 

    令和４年度栃木県一般会計補正予算（第５号） 
 

 

  令和４年度栃木県の一般会計の補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算の補正）  

 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ32,767,180千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,052,890,030千円とする。 

                                                                 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費） 

 

 第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」に  

 

  よる。 

 

  （債務負担行為の補正） 

 

 第３条 債務負担行為の変更は、「第３表債務負担行為補正」による。 

 

  （地方債の補正） 

 

 第４条 地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6 日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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（単位千円）

第１表

款 項 計

歳 入

補 正 前 の 額 補 正 額

歳入歳出予算補正

7 分 担 金 及 び 負 担 金 2,735,030 609 2,735,639

1 負 担 金 2,735,030 609 2,735,639

9 国 庫 支 出 金 158,953,019 24,997,394 183,950,413

1 国 庫 負 担 金 44,660,278 386 44,660,664

2 国 庫 補 助 金 112,240,673 24,997,008 137,237,681

12 繰 入 金 29,441,387 303,419 29,744,806

2 基 金 繰 入 金 29,283,880 303,419 29,587,299

13 繰 越 金 1,431,256 2,339,654 3,770,910

1 繰 越 金 1,431,256 2,339,654 3,770,910

14 諸 収 入 191,608,105 5,104 191,613,209

7 雑 入 7,241,722 5,104 7,246,826

15 県 債 89,434,000 5,121,000 94,555,000

1 県 債 89,434,000 5,121,000 94,555,000
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歳 入 歳 出 予 算

歳 入 合 計 1,020,122,850 32,767,180 1,052,890,030
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（単位千円）

款 項 計

歳 出

補 正 前 の 額 補 正 額

1 議 会 費 1,446,022 6,101 1,452,123

1 議 会 費 1,446,022 6,101 1,452,123

2 総 務 費 55,515,810 317,781 55,833,591

1 総 務 管 理 費 24,208,240 75,081 24,283,321

2 企 画 費 6,204,740 242,700 6,447,440

3 民 生 費 113,617,253 416,778 114,034,031

1 社 会 福 祉 費 68,867,635 416,778 69,284,413

4 衛 生 費 105,881,372 20,809,250 126,690,622

1 公 衆 衛 生 費 55,919,919 6,844,114 62,764,033

2 環 境 衛 生 費 1,987,626 19,228 2,006,854

4 医 薬 費 38,230,516 13,945,908 52,176,424

6 農 林 水 産 業 費 40,377,304 213,976 40,591,280

1 農 業 費 12,154,069 126,265 12,280,334

3 農 地 費 11,047,372 32,424 11,079,796
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歳 入 歳 出 予 算

4 林 業 費 9,885,402 55,287 9,940,689

7 商 工 費 186,826,140 80,312 186,906,452

1 商 工 費 173,240,653 80,312 173,320,965

8 土 木 費 81,990,058 10,136,211 92,126,269

1 土 木 管 理 費 4,472,791 256,552 4,729,343

2 道 路 橋 り ょ う 費 41,846,075 7,282,731 49,128,806

3 河 川 費 26,643,689 900,000 27,543,689

4 都 市 計 画 費 6,952,881 1,696,928 8,649,809

9 警 察 費 44,565,119 398,167 44,963,286

1 警 察 管 理 費 43,237,610 398,167 43,635,777

10 教 育 費 183,793,628 388,604 184,182,232

1 教 育 総 務 費 24,741,106 388,604 25,129,710

歳 出 合 計 1,020,122,850 32,767,180 1,052,890,030
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第２表 繰 越 明 許 費                                                   （単位千円）  

 

 

款 項 事      業      名 金       額 

 8 土 木 費  2 道 路 橋 り ょ う 費 道 路 保 全 事 業 費 (補 助) 854,574 

道 路 保 全 事 業 費 (県 単) 2,700,000 

快 適 な 道 路 環 境 づ く り 事 業 費 (県 単) 9,000 

快 適 で 安 全 な 道 づ く り 事 業 費 (補 助) 1,750,000 

快 適 で 安 全 な 道 づ く り 事 業 費 (県 単) 138,000 

   3 河 川 費 緊 急 防 災 ・ 減 災 対 策 事 業 費 (河川砂防) 43,000 

    河 川 改 良 費 100,000 

    河 川 受 託 事 業 費 120,000 

    安 全 な 川 づ く り 事 業 費 (補 助) 5,224,102 

    市 町 村 川 づ く り 助 成 費 (補 助) 247,000 

    ダ ム 施 設 保 全 事 業 費(補 助) 124,409 

    砂 防 調 査 費 6,000 

    砂 防 施 設 づ く り 事 業 費 (補 助) 942,200 
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款 項 事      業      名 金       額 

  4 都 市 計 画 費 土 地 区 画 整 理 事 業 助 成 費 (補 助) 118,560 

街 路 づ く り 事 業 費 (補 助) 270,000 

5 住 宅 費 県 営 住 宅 管 理 費 40,237 

  県 営 住 宅 整 備 事 業 費 (補 助) 601,063 
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単位千円変 更

事 項

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

補 正 前 補 正 後

３第　表 債務負担行為補正

債務負担行為補正

快適で安全な道づくり事業（補助） 5,100,000令和５年度から

令和６年度まで

5,340,000令和５年度から

令和６年度まで
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第４表 地 方 債 補 正 

 

 変  更                                                               （単位千円） 

 

 

 

起 債 の 目 的 

 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起 債 の 方 法 利    率 償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利    率 償 還 の 方 法 

県 単 治 山 事 業 費 166,000 普通貸借又は

債券発行（発

行価格が額面

金額を下回る

ときは、それ

ぞれの発行価

格差減額を埋

めるために必

要な金額をそ

れぞれの限度

額に加算した

金額を限度額

とする。） 

9.0 ％ 以 内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金及び

地方公共団体

金融機構資金

について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該

見直し後の利

率とする。） 

償還年限30年以内

（うち据置期間５

年以内）とし、毎

年２期に分かち元

利均等若しくは元

金均等の方法によ

り又は満期日一括

の方法により償還

する。ただし、財

政その他の事由に

より償還年限を延

長し、短縮し、又

は買入消却し、若

しくは繰上償還又

は借換えすること

ができる。 

216,000 普通貸借又は

債券発行（発

行価格が額面

金額を下回る

ときは、それ

ぞれの発行価

格差減額を埋

めるために必

要な金額をそ

れぞれの限度

額に加算した

金額を限度額

とする。） 

9.0 ％ 以 内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金及び

地方公共団体

金融機構資金

について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該

見直し後の利

率とする。） 

償還年限30年以内

（うち据置期間５

年以内）とし、毎

年２期に分かち元

利均等若しくは元

金均等の方法によ

り又は満期日一括

の方法により償還

する。ただし、財

政その他の事由に

より償還年限を延

長し、短縮し、又

は買入消却し、若

しくは繰上償還又

は借換えすること

ができる。 

国庫補助道路事業費 10,457,000 同    上 同    上 同       上 13,165,000 同    上 同    上 同      上 

国庫補助街路事業費 1,545,000 同 上 同 上 同 上 2,225,000 同 上 同 上 同 上 

地方道路等整備事業費 10,453,000 同 上 同 上 同 上 11,236,000 同 上 同 上 同 上 
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起 債 の 目 的 

 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起 債 の 方 法 利    率 償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利    率 償 還 の 方 法 

河 川 等 整 備 事 業 費 5,096,000 普通貸借又は

債券発行（発

行価格が額面

金額を下回る

ときは、それ

ぞれの発行価

格差減額を埋

めるために必

要な金額をそ

れぞれの限度

額に加算した

金額を限度額

とする。） 

9.0 ％ 以 内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金及び

地方公共団体

金融機構資金

について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該

見直し後の利

率とする。） 

償還年限30年以内

（うち据置期間５

年以内）とし、毎

年２期に分かち元

利均等若しくは元

金均等の方法によ

り又は満期日一括

の方法により償還

する。ただし、財

政その他の事由に

より償還年限を延

長し、短縮し、又

は買入消却し、若

しくは繰上償還又

は借換えすること

ができる。 

5,996,000 普通貸借又は

債券発行（発

行価格が額面

金額を下回る

ときは、それ

ぞれの発行価

格差減額を埋

めるために必

要な金額をそ

れぞれの限度

額に加算した

金額を限度額

とする。） 

9.0 ％ 以 内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金及び

地方公共団体

金融機構資金

について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該

見直し後の利

率とする。） 

償還年限30年以内

（うち据置期間５

年以内）とし、毎

年２期に分かち元

利均等若しくは元

金均等の方法によ

り又は満期日一括

の方法により償還

する。ただし、財

政その他の事由に

より償還年限を延

長し、短縮し、又

は買入消却し、若

しくは繰上償還又

は借換えすること

ができる。 
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第２号議案 

 

    令和４年度栃木県電気事業会計補正予算（第１号） 

 

 

  （総則） 

 

第１条 令和４年度栃木県電気事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

  （業務の予定量の補正） 

 

第２条 令和４年度栃木県電気事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のように改める。 

 

                     （既決予定量）       （補正予定量）         （計） 

 

  ２ 主要な建設改良事業 

 

   深山発電所建設事業   事業費     113,266千円           9,900千円           123,166千円 

 

  （収益的収入及び支出の補正） 

 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

      （科   目）        （既決予定額）       （補正予定額）         （計） 

 

                  収        入 

 

  第１款 電 気 事 業 収 益    2,333,000千円          10,900千円        2,343,900千円 

 

  第１項 営 業 収 益      2,194,167千円           6,000千円        2,200,167千円 

 

  第３項 事 業 外 収 益       136,850千円           4,900千円         141,750千円 
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                  支        出 

  

  第１款 電 気 事 業 費 用    2,204,000千円          50,000千円        2,254,000千円 

 

   第１項 営 業 費 用      2,124,194千円         50,000千円        2,174,194千円 

 

  （資本的収入及び支出の補正） 

 

第４条 予算第４条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正し、同条括弧書中「不足する額724,000千円」を「不足する額733,900千円」に、「当 

 

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額226,910千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額227,810千円」に、「過年度分損益 

 

勘定留保資金457,090千円」を「過年度分損益勘定留保資金466,090千円」に改める。 

 

（科   目）        （既決予定額）       （補正予定額）         （計） 

                 

                  支        出 

 

  第１款 資 本 的 支 出        2,726,000千円           9,900千円        2,735,900千円 

 

   第１項 建 設 改 良 費      2,574,164千円           9,900千円        2,584,064千円 

 

  （継続費の補正） 

 

第５条 継続費を次のとおり補正する。 
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款 項 事  業  名 

補 正 前 補 正 後 

総   額 年  度 年 割 額 総   額 年  度 年 割 額 

   
千円  千円 千円  千円 

１ 資 本 的 支 出 １  建 設 改 良 費 深 山 発 電 所 

全 面 改 修 工 事 

1,510,080 令和３年度 33,000 1,607,320 令和３年度 33,000 

令和４年度 96,800 令和４年度 106,700 

令和５年度 805,200 令和５年度 857,450 

令和６年度 422,180 令和６年度 447,370 

令和７年度 152,900 令和７年度 162,800 

 

  （債務負担行為の補正） 

 

第６条 債務負担行為をすることができる期間及び限度額を次のように改める。 

 

事     項 

補      正      前 補      正      後 

期            間 限      度      額 期            間 限      度      額 

深山発電所主要

機器等撤去工事 

令和４年度から令和７年度まで 

 

240,020千円 

 

令和４年度から令和７年度まで 

 

279,180千円 

 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 
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第３号議案 

 

    令和４年度栃木県用地造成事業会計補正予算（第１号） 

 

 

  （総則） 

 

第１条 令和４年度栃木県用地造成事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 （業務の予定量の補正） 

 

第２条 令和４年度栃木県用地造成事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のように改める。 

 

                     （既決予定量）       （補正予定量）         （計） 

 

  ２ 土 地 造 成   事業費    680,627千円         450,000千円         1,130,627千円 

 

  （収益的収入及び支出の補正） 

 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

             

      （科 目）         （既決予定額）       （補正予定額）         （計） 

 

                  収        入 

 

  第１款 用 地 造 成 事 業 収 益    3,974,000千円            8,450千円        3,982,450千円 

 

第２項 営 業 外 収 益          1,799千円            8,450千円          10,249千円 

 

                  支        出  

 

  第１款 用 地 造 成 事 業 費 用    3,576,000千円      △     5,190千円         3,570,810千円 
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   第２項 営 業 外 費 用          12,009千円      △    5,190千円          6,819千円 

 

  （資本的収入及び支出の補正） 

 

第４条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、同条括弧書中「過年度分損益勘定留保資金1,282,336千円及び当年度分 

 

損益勘定留保資金2,522,664千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,363千円、過年度分損益勘定留保資金1,282,336千円及び当年 

 

度分損益勘定留保資金2,514,301千円」に改める。 

 

      （科 目）         （既決予定額）       （補正予定額）         （計） 

  

                   収        入 

 

  第１款 資 本 的 収 入         867,000千円           450,000千円        1,317,000千円 

 

   第１項 企 業 債        537,000千円           450,000千円          987,000千円 

 

                   支        出 

 

  第１款 資 本 的 支 出        4,672,000千円           450,000千円        5,122,000千円 

 

   第１項 建 設 改 良 費        785,695千円           450,000千円        1,235,695千円 

 

  （企業債の補正） 

 

第５条 予算第５条に定めた企業債を次のように改める。 
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起 債 の 目 的  

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法 

 

土 地 造 成 事 業 費 

千円 

537,000 

 

普通貸借又は

債券発行（発

行価格が額面

金額を下回る

ときは、それ

ぞれの発行価

格差減額を埋

めるために必

要な金額をそ

れぞれの限度

額に加算した

金額を限度額

とする。） 

 

9.0 ％以内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金及び

地方公共団体

金融機構資金

について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該

見直し後の利

率とする。） 

 

償還年限30年以内

（据置期間を含

む。）とし、毎年

２期に分かち元利

均等若しくは元金

均等の方法により

又は満期日一括の

方法により償還す

る。ただし、財政

その他の事由によ

り償還年限を延長

し、短縮し、又は

買入消却し、若し

くは繰上償還又は

借換えすることが

できる。 

千円 

987,000 

 

普通貸借又は

債券発行（発

行価格が額面

金額を下回る

ときは、それ

ぞれの発行価

格差減額を埋

めるために必

要な金額をそ

れぞれの限度

額に加算した

金額を限度額

とする。） 

 

9.0 ％以内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

政府資金及び

地方公共団体

金融機構資金

について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該

見直し後の利

率とする。） 

 

償還年限30年以内

（据置期間を含

む。）とし、毎年

２期に分かち元利

均等若しくは元金

均等の方法により

又は満期日一括の

方法により償還す

る。ただし、財政

その他の事由によ

り償還年限を延長

し、短縮し、又は

買入消却し、若し

くは繰上償還又は

借換えすることが

できる。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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第４号議案 

 

    令和４年度栃木県施設管理事業会計補正予算（第１号） 

 

 

  （総則） 

 

第１条 令和４年度栃木県施設管理事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

  （収益的収入及び支出の補正） 

 

第２条 令和４年度栃木県施設管理事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

             

      （科 目）        （既決予定額）        （補正予定額）         （計） 

 

                  支        出 

 

  第３款 賃 貸 ビ ル 事 業 費 用     133,000千円           10,490千円         143,490千円 

 

    第１項 営 業 費 用       123,687千円          11,536千円         135,223千円 

 

    第２項 営 業 外 費 用         9,313千円      △    1,046千円          8,267千円 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                       栃 木 県 知 事    福   田   富   一  
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 第５号議案 
 

    職員の定年等に関する条例の制定について 
 

  職員の定年等に関する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    職員の定年等に関する条例 

  職員の定年等に関する条例（昭和59年栃木県条例第２号）の全部を改正する。 

 目次 

  第１章 総則（第１条） 

  第２章 定年制度（第２条―第５条） 

  第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第11条） 

  第４章 定年前再任用短時間勤務制（第12条） 

  第５章 雑則（第13条） 

  附則 

    第１章 総則 

  （趣旨） 

 第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第22条の４第１項及び第２項、第28条の２、第28条の５、第28条  

の６第１項から第３項まで並びに第28条の７並びに警察法（昭和29年法律第162号）第56条の４第２項の規定に基づき、県の職員及び市町村立学校 

職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１条に規定する職員（以下「職員」という。）の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。 

    第２章 定年制度 

（定年による退職） 

第２条 法第28条の６第１項の条例で定める日は、定年に達した日以後における最初の３月31日（以下「定年退職日」という。）とする。 

 （定年） 

第３条 法第28条の６第２項の条例で定める定年は、年齢65年とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、保健所その他の医療業務を行う機関において医療業務に従事する医師及び歯科医師に係る法第28条の６第２項の条例で 

定める定年は、年齢70年とする。 

（定年による退職の特例） 

第４条 任命権者は、定年に達した職員が法第28条の６第１項の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるとき 

は、同項の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日にお 

いて従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、第９条の規定により異動期間（同条第１項に規定する異動期 
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間をいう。以下この項及び次項において同じ。）（同条第１項又は第２項の規定により延長された異動期間を含む。）を延長した職員であって、定 

年退職日において管理監督職（第６条に規定する職をいう。以下この条及び次章において同じ。）を占めている職員については、第９条第１項又は 

第２項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務させることについて人事委員会の承認を得たときに限 

るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

(1)?当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運 

営に著しい支障が生ずること。 

 (2)?当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい 

支障が生ずること。 

 (3)?当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生 

ずること。 

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるとき 

は、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該 

職員に係る定年退職日（同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日）の翌日から起算して３ 

年を超えることができない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引き続き勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければな 

らない。 

４ 任命権者は、第１項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第２項の規定により期限が延長された職員について、第１項の期限又は 

第２項の規定により延長された期限が到来する前に第１項各号に掲げる事由がなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めて当 

該期限を繰り上げるものとする。 

５ 前各項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。 

 （定年に関する施策の調査等） 

第５条 知事は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属す 

る事務について適切な方策を講ずるものとする。 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

 （管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条 法第28条の２第１項の条例で定める職は、次に掲げる職（保健所その他の医療業務を行う機関において医療業務に従事する医師及び歯科医師 

が占める職を除く。）とする。 

(1)?職員の給与に関する条例（昭和27年栃木県条例第１号）第９条の２第１項、栃木県公立学校職員給与条例（昭和32年栃木県条例第34号）第８条 

の２及び栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年栃木県条例第53号）第４条の規定による給料の特別調整額を支給さ 

れる職員の職 

(2)?警察法第62条に規定する警視又は警部の階級にある警察官（前号に掲げる職を除く。） 

(3)?前２号に掲げる職との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職 

 （管理監督職勤務上限年齢） 

第７条 法第28条の２第２項の条例で定める管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。 
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（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

第８条 任命権者は、法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下この章において「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、 

法第13条、第15条、第23条の３、第27条第１項及び第56条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。 

(1)?当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条及び第10条におい 

て「降任等」という。）をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の２第１項第５号に規定する標準職務遂行能力（次 

条第３項において「標準職務遂行能力」という。）及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をするこ 

と。 

 (2)?人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる 

限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

 (3)?当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職 

を占める職員（以下この号において「上位職職員」という。）の他の職への降任等もする場合には、第１号に掲げる基準に従った上での状況その 

他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制 

上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

２ 前項の規定は、警察法第56条の４第１項の規定による任命について準用する。この場合において、前項中「任命権者」とあるのは「警察本部 

長」と、「法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下この章において「他の職への降任等」という。）」とあるのは「警察法第56条の 

２第１項に規定する特定地方警務官（以下「特定地方警務官」という。）に対し、同法第56条の４第１項の規定による任命（以下「特定任命」とい 

う。）」と、同項第１号から第３号までの規定中「職員」とあるのは「特定地方警務官」と、同項第１号中「降任又は転任（降給を伴う転任に限あ 

る。）（以下この条及び第10条において「降任等」という。）」とあるのは「特定任命」と、「降任等を」とあるのは「特定任命を」と、同項第２ 

号中「降任等」とあるのは「特定任命」と、同項第３号中「他の職への降任等」とあるのは「特定任命」と、「降任等をした」とあるのは「特定任 

命をした」と、「、降任等」とあるのは「、特定任命」と読み替えるものとする。 

 （管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例） 

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監 

督職に係る異動期間（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の４月１日までの間をいう。以下 

この章において同じ。）の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の 

翌日から定年退職日までの期間内。第３項において同じ。）で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を 

占めたまま勤務をさせることができる。 

(1)?当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することがで 

きず公務の運営に著しい支障が生ずること。 

 (2)?当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の 

運営に著しい支障が生ずること。 

 (3)?当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著 

しい支障が生ずること。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員につい 

て、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超 
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えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第４項におい  

て同じ。）で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職  

に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群（職務の内容が相互 

に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人事 

委員会規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。）に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管 

理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員（当該管理監督 

職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。）の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等 

により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職 

に係る異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監 

督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができ 

る。 

４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員 

について前項に規定する事由があると認めるとき（第２項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。）、又は 

前項若しくはこの項の規定により異動期間（前３項又はこの項の規定により延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員につい 

て前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えな 

い期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。 

 （異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第10条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合及び同条第３項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職 

員の同意を得なければならない。 

 （異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第11条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したと 

きは、他の職への降任等をするものとする。 

   第４章 定年前再任用短時間勤務制 

 （定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第12条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退 

職する場合を除く。）をした者（以下この条において「年齢60年以上退職者」という。）を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報 

に基づく選考により、短時間勤務の職（当該職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務 

の職と同種の職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条において同じ。）に採用することができ 

る。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務 

を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。）を経過した者であるときは、こ 

の限りでない。 

   第５章 雑則 

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 
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   附 則 

 （施行期日）  

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第11条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。 

 （定年に関する経過措置） 

第２条 令和５年４月１日から令和13年３月31日までの間における改正後の職員の定年等に関する条例（以下「新条例」という。）第３条第１項の規 

定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月31日まで 61年 

令和７年４月１日から令和９年３月31日まで 62年 

令和９年４月１日から令和11年３月31日まで 63年 

令和11年４月１日から令和13年３月31日まで 64年 

 ２ 令和５年４月１日から令和13年３月31日までの間における新条例第３条第２項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応 

  じ、同項中「70年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月31日まで 66年 

令和７年４月１日から令和９年３月31日まで 67年 

令和９年４月１日から令和11年３月31日まで 68年 

令和11年４月１日から令和13年３月31日まで 69年 

  （勤務延長に関する経過措置） 

第３条 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の職員の定年等に関する条例（以下「旧条例」という。）第４条第 

１項又は第２項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限（同条第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限をい 

う。以下この項において同じ。）が施行日以後に到来する職員（以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。）について、旧条例勤務延長 

期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新条例第４条第１項各号に掲げる事由があると認めるときは、人事委員会の 

承認を得て、これらの期限の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職 

員に係る旧条例第２条に規定する定年退職日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

 ２ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和11年４月１日及び令和13年４月１日をいう。以下この項において同 

じ。）から基準日の翌年の３月31日までの間、基準日における新条例定年（新条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日にお 

ける新条例定年（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例定年（旧条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。））を超え 

る職（基準日における新条例定年が新条例第３条第１項に規定する定年である職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の 

人事委員会規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の３月31日までの間に新条例第４条第１項若しくは第２項、地方公務員法の一部を改正する 

法律（令和３年法律第63号。以下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日に 

おいて同日における当該職に係る新条例定年（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例定年）に達している職員（当該人事委 

員会規則で定める職にあっては、人事委員会規則で定める職員）を、昇任し、降任し、又は転任することができない。 

３ 新条例第４条第３項から第５項までの規定は、第１項の規定による勤務について準用する。 

（定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

第４条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の３月31日（以下この条及び次条において「特定年齢到達年度の末 
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日」という。）までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年（施行日以後に新たに設置された職及 

び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に 

準じた当該職に係る年齢）に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で 

任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

  (1)?施行日前に令和３年改正法による改正前の法（以下この項において「旧地方公務員法」という。）第28条の２第１項の規定により退職した者 

  (2)?旧条例第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第３条第５項又は前条第１項の規定により勤務した後退職した者   

  (3)?25年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間 

にある者   

  (4)?25年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間 

に、旧地方公務員法再任用（旧地方公務員法第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項若しくは第２項の規定により採用するこ 

とをいう。）又は暫定再任用（この項若しくは次項又は次条第１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。次項第５号において同あ 

じ。）をされたことがある者 

 ２ 令和14年３月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする 

常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えな 

い範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

(1)?施行日以後に令和３年改正法による改正後の法（以下「新地方公務員法」という。）第28条の６第１項の規定により退職した者    

  (2)?施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退職した者   

  (3)?施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職した 

者 

  (4)?25年以上勤続して施行日以後に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの 

間にある者  

  (5)?25年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの 

間に、暫定再任用をされたことがある者 

 ３ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の 

規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。 

 ４ 暫定再任用職員（第１項又は第２項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。）の前項の規定による任期の更新 

は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示 

す事実に基づき良好である場合に行うことができる。 

 ５ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。 

 第５条 任命権者は、新地方公務員法第22条の４第４項の規定にかかわらず、前条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間に 

ある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。）に係る旧条例定年相当 

年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条 

例定年（施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職 

が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めてい 
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るものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）をいう。）に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める 

情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。  

２ 令和14年３月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の４第４項の規定にかかわらず、前条第２項各号に掲げる者のうち、特定年齢到 

達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、 

常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。附則第９条において同 

じ。）に達している者（新条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。）を、従前の勤務実績その他の人事委員 

会規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

 ３ 前２項の場合においては、前条第３項から第５項までの規定を準用する。 

  （令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢） 

第６条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

(1)?施行日以後に新たに設置された職 

(2)?施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年 

に準じた当該職に係る年齢とする。 

  （令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の４第４項の条例で定める職及び年齢） 

第７条 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用す 

る新地方公務員法第22条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

(1)?施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

(2)?施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

 ２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する法 

第22条の４第４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常 

時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢 

とする。 

  （令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員） 

第８条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日（附則第４条及び第５条の規定が適用される間 

における各年の４月１日（施行日を除く。）をいう。以下この条において同じ。）の前日に設置されていたものとした場合において、基準日におけ 

る新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。 

(1)?基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

(2)?基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含む。） 

 ２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日におけ 

る当該職に係る新条例定年に達している者とする。 

 ３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日に 

  おける当該職に係る新条例定年に達している職員とする。 

  （定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置） 
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第９条 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和11年４月１日及び令和13年４月１日をいう。以下この条において同じ。） 

から基準日の翌年の３月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職 

（基準日における新条例定年相当年齢が新条例第３条第１項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置 

された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職（以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」とい 

う。）に、基準日の前日までに新条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者（基準日前から新条例第４条第１項又は第２項の規定により 

勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。）のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る 

新条例定年相当年齢に達している者（当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者）を、新条例第12条の規 

定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、同条の規定により採用された職員（以下この条において「定年前 

再任用短時間勤務職員」という。）のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相 

当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員（当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用 

短時間勤務職員）を、昇任し、降任し、又は転任することができない。 

  （情報の提供及び勤務の意思の確認） 

第10条 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員並びに新条例第３条第 

２項及び旧条例第３条ただし書に規定する職員を除く。以下この項において同じ。）が年齢60年に達する日の属する年度の前年度（以下この項にお 

いて「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当 

該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員（異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末 

日を経過することとなった職員（以下この項において「末日経過職員」という。）を除く。）にあっては、当該職員が採用された日から同日の属す 

る年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては、当該職員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年 

度））において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供す 

るものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。 

２ 警察本部長は、当分の間、警察法第56条の２第１項に規定する特定地方警務官が年齢60年に達する日の属する年度の前年度において、当該特定地 

方警務官に対し、当該特定地方警務官が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するもの 

とするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。 

  （令和３年改正法附則第２条第３項の条例で定める年齢） 

第11条 令和３年改正法附則第２条第３項の条例で定める年齢は、年齢60年とする。 

  （人事委員会規則への委任） 

 第12条 附則第２条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、人事委員会規則で定める。 
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 第６号議案 
 

    職員の給与に関する条例等の一部改正等について 
 

  職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例を次のように定める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例 

（職員の給与に関する条例の一部改正） 

 第１条 職員の給与に関する条例（昭和27年栃木県条例第１号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（初任給、昇格及び昇給の基準） 

第６条 略 

２・３ 略 

４ 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同

じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給

は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。 

５ 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前１年間における

当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 

６ 略 

７ 人事委員会規則で定める日において55歳以上で人事委員会規則で定め

る年齢を超えている職員の第５項の規定による昇給は、同項に規定する

期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うもの

とし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会

規則で定める基準に従い決定するものとする。 

８～10 略 

11 法第22条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下

「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、当該定年前

再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職

員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第２項の規定により当該定年前再

（初任給、昇格及び昇給の基準） 

第６条 略 

２・３ 略 

４ 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同

じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給

は、人事委員会規則の定めるところにより決定する。 

５ 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前１年間における

その者あの勤務成績に応じて、行うものとする。 

６ 略 

７ 人事委員会規則で定める日において55歳以上で人事委員会規則で定め

る年齢を超えている職員の第５項の規定による昇給は、同項に規定する

期間におけるその者あの勤務成績が特に良好である場合に限り行うもの

とし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会

規則で定める基準に従い決定するものとする。 

８～10 略 

11 法第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」という。）

の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給

料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。 
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任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第

２条第３項又は第５項の規定により定められた当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（通勤手当） 

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

(1)?通勤のため交通機関又は有料の道路（以下この項から第３項までに

おいて「交通機関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以下

この項から第３項までにおいて「運賃等」という。）を負担すること

を常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤することが著し

く困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩

により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満

であるもの及び第３号に掲げる職員を除く。） 

(2)?通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるも

の（以下この条において「自動車等」という。）を使用することを常

例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難

である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通

勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるも

の及び次号に掲げる職員を除く。） 

(3)?略 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

(1)?前項第１号に掲げる職員？支給単位期間につき、人事委員会規則で

定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する

運賃等の額に相当する額（以下この号及び次項において「運賃等相当

額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除し

 

 

 

 

 

第６条の２ 再任用職員で法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占めるもの（以下「再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額

は、前条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤

務時間等条例第２条第３項又は第５項の規定により定められたその者の

勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た

額とする。 

 

（通勤手当） 

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

(1)?通勤のため交通機関又は有料の道路（以下あああああああああああ

あああ「交通機関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以下

ああああああああああああああ「運賃等」という。）を負担すること

を常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤することが著し

く困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩

により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満

であるもの及び第３号に掲げる職員を除く。） 

(2)?通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるも

の（以下あああああああ「自動車等」という。）を使用することを常

例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難

である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通

勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるも

の及び次号に掲げる職員を除く。） 

(3)?略 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

(1)?前項第１号に掲げる職員？支給単位期間につき、人事委員会規則で

定めるところにより算出したその者あの支給単位期間の通勤に要する

運賃等の額に相当する額（以下あああああああああああ「運賃等相当

額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除し
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て得た額（以下この号及び第３号において「１箇月当たりの運賃等相

当額」という。）が５万5,000円を超えるときは、支給単位期間につ

き、５万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（当該職員が

２以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する

場合において、１箇月当たりの運賃等相当額の合計額が５万5,000円

を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も

長い支給単位期間につき、５万5,000円に当該支給単位期間の月数を

乗じて得た額） 

(2)?前項第２号に掲げる職員？次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位

期間につき、それぞれ次に定める額（定年前再任用短時間勤務職員の

うち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定

める職員にあっては、その額から、その額に人事委員会規則で定める

割合を乗じて得た額を減じた額） 

ア～ス？略 

(3)?前項第３号に掲げる職員？交通機関等を利用せず、かつ、自動車等

を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通

機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員

会規則で定める区分に応じ、前２号に定める額（１箇月当たりの運賃

等相当額及び前号に定める額の合計額が５万5,000円を超えるとき

は、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位

期間につき、５万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た

額）、第１号に定める額又は前号に定める額 

３ 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、所在する地

域を異にする事務所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に

変更を生ずることとなった職員で人事委員会規則で定めるもののうち、

第１項第１号又は第３号に掲げる職員で、当該異動又は事務所の移転の

直前の住居（当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住

居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自

動車国道その他の交通機関等（第１号及び次項において「新幹線鉄道

等」という。）でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通

勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、

その利用に係る特別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当

額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第１号及

び次項において同じ。）を負担することを常例とするものの通勤手当の

て得た額（以下ああああああああああああ「１箇月当たりの運賃等相

当額」という。）が５万5,000円を超えるときは、支給単位期間につ

き、５万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（その者あが

２以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する

場合において、１箇月当たりの運賃等相当額の合計額が５万5,000円

を超えるときは、その者あの通勤手当に係る支給単位期間のうち最も

長い支給単位期間につき、５万5,000円に当該支給単位期間の月数を

乗じて得た額） 

(2)?前項第２号に掲げる職員？次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位

期間につき、それぞれ次に定める額（再任用短時間勤務職員あああの

うち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定

める職員にあっては、その額から、その額に人事委員会規則で定める

割合を乗じて得た額を減じた額） 

ア～ス？略 

(3)?前項第３号に掲げる職員？交通機関等を利用せず、かつ、自動車等

を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通

機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員

会規則で定める区分に応じ、前２号に定める額（１箇月当たりの運賃

等相当額及び前号に定める額の合計額が５万5,000円を超えるとき

は、その者あの通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位

期間につき、５万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た

額）、第１号に定める額又は前号に定める額 

３ 事務所を異にする異動又は在勤する事務所の移転に伴い、所在する地

域を異にする事務所に在勤することとなったことにより、通勤の実情に

変更を生ずることとなった職員で人事委員会規則で定めるもののうち、

第１項第１号又は第３号に掲げる職員で、当該異動又は事務所の移転の

直前の住居（当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住

居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自

動車国道その他の交通機関等（以下あああああああああ「新幹線鉄道

等」という。）でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通

勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、

その利用に係る特別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当

額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下ああ

あああああああ同じ。）を負担することを常例とするものの通勤手当の
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額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

(1)?新幹線鉄道等に係る通勤手当？支給単位期間につき、人事委員会規

則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要

する特別料金等の額の２分の１に相当する額 

(2)?略 

４～８ 略 

 

（超過勤務手当） 

第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の

勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第19条第２

項に規定する勤務１時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に

掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範

囲内で人事委員会規則で定める割合（その勤務が午後10時から翌日の午

前５時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割

合）を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

(1)・(2) 略 

２ 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日に

おいて、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤

務をした日における正規の勤務時間との合計が７時間45分に達するまで

の間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務

時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から

100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは

「100分の100」とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第５条の規定により、あ

らかじめ勤務時間等条例第３条第２項若しくは第３項又は第４条の規定

により割り振られた１週間の勤務時間（定年前再任用短時間勤務職員に

あっては、38時間45分。以下この項において「割振り変更前の正規の勤

務時間」という。）を超えて勤務時間を割り振られた職員には、当該割

振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務し

た全時間（人事委員会規則で定める時間を除く。）に対して、勤務１時

間につき、第19条第２項に規定する勤務１時間当たりの給与額に100分

の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じ

て得た額を超過勤務手当として支給する。 

額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。 

(1)?新幹線鉄道等に係る通勤手当？支給単位期間につき、人事委員会規

則で定めるところにより算出したその者あの支給単位期間の通勤に要

する特別料金等の額の２分の１に相当する額 

(2)?略 

４～８ 略 

 

（超過勤務手当） 

第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の

勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第19条第２

項に規定する勤務１時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に

掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範

囲内で人事委員会規則で定める割合（その勤務が午後10時から翌日の午

前５時までの間である場合はあ、その割合に100分の25を加算した割

合）を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

(1)・(2) 略 

２ 再任用短時間勤務職員あああが、正規の勤務時間が割り振られた日に

おいて、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤

務をした日における正規の勤務時間との合計が７時間45分に達するまで

の間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務

時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から

100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは

「100分の100」とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第５条の規定により、あ

らかじめ勤務時間等条例第３条第２項若しくは第３項又は第４条の規定

により割り振られた１週間の勤務時間（再任用短時間勤務職員あああに

あっては、38時間45分。以下この項において「割振り変更前の正規の勤

務時間」という。）を超えて勤務時間を割り振られた職員には、当該割

振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務し

た全時間（人事委員会規則で定める時間を除く。）に対して、勤務１時

間につき、第19条第２項に規定する勤務１時間当たりの給与額に100分

の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じ

て得た額を超過勤務手当として支給する。 
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４ 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし

た勤務（勤務時間等条例第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づ

く週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。）の

時間が１箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤

務した全時間に対して、第１項ああああああああああああああああああ

ああああああああの規定にかかわらず、勤務１時間につき、第19条第２

項に規定する勤務１時間当たりの給与額に100分の150（その勤務が午後

10時から翌日の午前５時までの間である場合には、100分の175）を乗じ

て得た額を超過勤務手当として支給する。 

５ 勤務時間等条例第７条の２第１項に規定する超勤代休時間を指定され

た場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前

項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の

指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間

１時間につき、第19条第２項に規定する勤務１時間当たりの給与額に

100分の150（その時間が午後10時から翌日の午前５時までの間である場

合には、100分の175）から第１項に規定する人事委員会規則で定める割

合（その時間が午後10時から翌日の午前５時までの間である場合には、

その割合に100分の25を加算した割合）を減じた割合を乗じて得た額の

超過勤務手当を支給することを要しない。 

６ 略 

 

（期末手当） 

第20条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120（人事委員会規則で定

める管理又は監督の地位にある職員（第20条の４第２項において「特定

幹部職員」という。）にあっては、100分の100）を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4)？略 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、

同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の100」

とあるのは「100分の57.5」とする。 

４～６ 略 

 

４ 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし

た勤務（勤務時間等条例第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づ

く週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。）の

時間が１箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤

務した全時間に対して、第１項（第２項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第19条第２

項に規定する勤務１時間当たりの給与額に100分の150（その勤務が午後

10時から翌日の午前５時までの間である場合はあ、100分の175）を乗じ

て得た額を超過勤務手当として支給する。 

５ 勤務時間等条例第７条の２第１項に規定する超勤代休時間を指定され

た場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前

項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の

指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間

１時間につき、第19条第２項に規定する勤務１時間当たりの給与額に

100分の150（その時間が午後10時から翌日の午前５時までの間である場

合はあ、100分の175）から第１項に規定する人事委員会規則で定める割

合（その時間が午後10時から翌日の午前５時までの間である場合はあ、

その割合に100分の25を加算した割合）を減じた割合を乗じて得た額の

超過勤務手当を支給することを要しない。 

６ 略 

 

（期末手当） 

第20条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120（人事委員会規則で定

める管理又は監督の地位にある職員（第20条の４第２項において「特定

幹部職員」という。）にあっては、100分の100）を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間におけるその者あの在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4)？略 

３ 再任用職員ああああああああに対する前項の規定の適用については、

同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の100」

とあるのは「100分の57.5」とする。 

４～６ 略 
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（勤勉手当） 

第20条の４ 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この項から第３項

までにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職

員に対し、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に

応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給

する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員（人事

委員会規則で定める職員を除く。）についても、同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定

める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に

掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えて

はならない。 

(1)?前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員？当該職

員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項に

おいて同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する

地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の95（特定幹部職員に

あっては、100分の115）を乗じて得た額の総額 

(2)?前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員？当該定年前再任用

短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の45（特定幹部職員にあっ

ては、100分の55）を乗じて得た額の総額 

３～５ 略 

 

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） 

第21条の３ 第６条第３項から第10項まで、第９条の３から第11条まで、

第11条の３から第11条の５まで、第13条の２、第13条の３及び第21条の

規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

 

   附 則 

１～４ 略 

５ 非常勤の職員（定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業

等に関する法律（平成３年法律第110号）第18条第１項の規定により採

用された短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用

に関する法律（平成14年法律第48号）第５条の規定により採用された短

（勤勉手当） 

第20条の４ 勤勉手当は、６月１日及び12月１日（以下この条あああああ

ああにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職

員に対し、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者あの勤務成績に

応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給

する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員（人事

委員会規則で定める職員を除く。）についても、同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定

める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に

掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えて

はならない。 

(1)?前項の職員のうち再任用職員ああああああああ以外の職員？当該職

員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項に

おいて同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する

地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の95（特定幹部職員に

あっては、100分の115）を乗じて得た額の総額 

(2)?前項の職員のうち再任用職員ああああああああ？当該再任用職員あ

あああああああの勤勉手当基礎額に100分の45（特定幹部職員にあっ

ては、100分の55）を乗じて得た額の総額 

３～５ 略 

 

（再任用職員についての適用除外） 

第21条の３ ああああああああああああああ第９条の３から第11条まで、

第11条の３から第11条の５まで、第13条の２、第13条の３及び第21条の

規定は、再任用職員ああああああああには適用しない。 

 

   附 則 

１～４ 略 

５ 非常勤の職員（再任用短時間勤務職員あああ、地方公務員の育児休業

等に関する法律（平成３年法律第110号）第18条第１項の規定により採

用された短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用

に関する法律（平成14年法律第48号）第５条の規定により採用された短
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時間勤務職員を除く。）の給与については、この条例の適用はない。 

６～９ 略 

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における

最初の４月１日（附則第12項及び第14項において「特定日」という。）

以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第６条第２項の

規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第３項、第４項、第６

項及び第７項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の

70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切

り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上

げるものとする。）とする。 

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

 (1)?臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用され

る職員及び非常勤職員 

(2)?職員の定年等に関する条例（令和４年栃木県条例第？？？号。以下

この項において「定年条例」という。）による改正前の職員の定年等

に関する条例（昭和59年栃木県条例第２号）第３条ただし書に規定す

る職員 

 (3)?定年条例第９条第１項又は第２項の規定により同条第１項に規定す

る異動期間（同条第１項又は第２項の規定により延長された期間を含

む。）を延長された定年条例第６条に規定する職を占める職員 

 (4)?定年条例第３条第２項に規定する職員 

 (5)?定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務している職員

（定年条例第２条に規定する定年退職日において前項の規定が適用さ

れていた職員を除く。） 

12 法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であっ

て、当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第16項にお

いて「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受

ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給

料月額（以下この項及び附則第14項において「特定日給料月額」とい

う。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を

乗じて得た額（当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨

て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げる

ものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しな

いこととなる職員（人事委員会規則で定める職員を除く。）には、当分

時間勤務職員を除く。）の給与については、この条例の適用はない。 

６～９ 略 
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の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額

のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料と

して支給する。 

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料

月額との合計額が第６条第２項の規定により当該職員の属する職務の級

における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用

については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、

「第６条第２項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の

号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

14 警察法（昭和29年法律第162号）第56条の４第１項の規定による任命

により職員となった者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日

の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律

（昭和25年法律第95号）第６条に規定する公安職俸給表に定められる俸

給月額に100分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端数を生じ

た時はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれ

を100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月

額」という。）に達しないこととなる職員（人事委員会規則で定める職

員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当

該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差

額に相当する額を給料として支給する。 

15 附則第13項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合

において、附則第13項中「前項」とあるのは「次項」と、「基礎給料月

額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。 

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第10項の

規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。）

であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があ

ると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほ

か、人事委員会規則で定めるところにより、附則第12項及び第13項の規

定に準じて算出した額を給料として支給する。 

17 附則第12項、第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外

の附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮し

て当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に

は、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定

めるところにより、前５項の規定に準じて算出した額を給料として支給
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  別表第１再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 
基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

   円 

187,700 

   円 

215,200 

   円 

255,200 

   円 

274,600 

   円 

289,700 

   円 

315,100 

   円 

356,800 

   円 

389,900 

   円 

441,000 

  別表第２再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 

 基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

基  準 

給料月額 

   円 

241,500 

   円 

253,200 

   円 

257,300 

   円 

288,600 

   円 

305,100 

   円 

319,200 

   円 

342,800 

   円 

377,900 

   円 

409,500 

する。 

18 附則第12項、第14項又は前２項の規定による給料を支給される職員に

対する第20条第５項（第20条の４第４項において準用する場合及び職員

の育児休業等に関する条例（平成４年栃木県条例第２号）第15条の規定

により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。）及

び第21条の２第２項の規定の適用については、これらの規定中「給料月

額」とあるのは、「給料月額と附則第12項、第14項、第16項又は第17項

の規定による給料の額との合計額」とする。 

19 附則第12項、第14項、第16項又は第17項の規定による給料を支給され

る職員に対する職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和27年栃木県条例

第２号）第５条第２項の規定の適用については、同項中「給料月額」と

あるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例（昭和27年栃木県条例

第１号）附則第12項、第14項、第16項又は第17項の規定による給料の額

との合計額」とする。 

20 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定によ

る給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第10項から前項ま

での規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 
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  別表第３再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

   円 

217,500 

   円 

258,700 

   円 

283,500 

   円 

325,900 

   円 

374,600 

   別表第４アの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改め 

る。   

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 

 基 準 給 料 月 額 基 準 給 料 月 額 基 準 給 料 月 額 基 準 給 料 月 額 

   円 

296,200 

   円 

338,600 

   円 

393,000 

   円 

466,000 

   別表第４イの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改め 

る。 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 
基 準 

給 料 月 額 

基 準 

給 料 月 額 

基 準 

給 料 月 額 

基 準 

給 料 月 額 

基 準 

給 料 月 額 

基 準 

給 料 月 額 

基 準 

給 料 月 額 

   円 

188,700 

   円 

215,300 

   円 

243,500 

   円 

256,900 

   円 

282,100 

   円 

322,800 

   円 

365,000 

   別表第４ウの表再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改め 

る。 

 

 

 

 

 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 
基 準 

給 料 月 額 

基 準 

給 料 月 額 

基 準 

給 料 月 額 

基 準 

給 料 月 額 

基 準 

給 料 月 額 

基 準 

給 料 月 額 

基 準 

給 料 月 額 

   円 

235,100 

   円 

255,400 

   円 

262,600 

   円 

272,800 

   円 

289,100 

   円 

326,200 

   円 

370,600  
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 （栃木県公立学校職員給与条例の一部改正） 

第２条 栃木県公立学校職員給与条例（昭和32年栃木県条例第34号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者（法第22条の２第

１項に規定する会計年度任用職員を除く。）をいう。 

(1)?県立学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助

教諭、養護助教諭、講師（常時勤務の者及び法第22条の４第１項に規

定する短時間勤務の職を占める者に限る。以下同じ。）、実習助手、

寄宿舎指導員、事務職員及び技術職員 

 (2)?略 

２ 略 

 

（初任給、昇格及び昇給の基準） 

第７条 略 

２～４ 略 

５ 職員の昇給は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で

定める日に、同日前１年間における当該職員の勤務成績に応じて、行う

ものとする。 

６ 略 

７ 教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める日におい

て55歳以上で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定め

る年齢を超えている職員の第５項の規定による昇給は、同項に規定する

期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うもの

とし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて教育委員会

が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める基準に従い決定するも

のとする。 

８～10 略 

11 法第22条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下

「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、当該定年前

（定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者（法第22条の２第

１項に規定する会計年度任用職員を除く。）をいう。 

(1)?県立学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助

教諭、養護助教諭、講師（常時勤務の者及び法第28条の５第１項に規

定する短時間勤務の職を占める者に限る。以下同じ。）、実習助手、

寄宿舎指導員、事務職員及び技術職員 

 (2)?略 

２ 略 

 

（初任給、昇格及び昇給の基準） 

第７条 略 

２～４ 略 

５ 職員の昇給は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で

定める日に、同日前１年間におけるその者あの勤務成績に応じて、行う

ものとする。 

６ 略 

７ 教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める日におい

て55歳以上で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定め

る年齢を超えている職員の第５項の規定による昇給は、同項に規定する

期間におけるその者あの勤務成績が特に良好である場合に限り行うもの

とし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて教育委員会

が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める基準に従い決定するも

のとする。 

８～10 略 

11 法第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」という。）

間 勤

務 職

員 

 
 

235,100 

 

255,400 

 

262,600 

 

272,800 

 

289,100 

 

326,200 

 

370,600 
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再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職

員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第２項の規定により当該定年前再

任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第

２条第３項又は第５項の規定により定められた当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（義務教育等教員特別手当） 

第９条の６ 略 

２ 前項の手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号

給（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級）の別に応じ

て、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。 

３・４ 略 

 

（超過勤務手当） 

第10条の２ 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正

規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第11条

の５第２項に規定する勤務１時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に

した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150

までの範囲内で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定

める割合（その勤務が午後10時から翌日の午前５時までの間である場合

には、その割合に100分の25を加算した割合）を乗じて得た額を超過勤

務手当として支給する。 

(1)・(2)？略 

２ 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日に

おいて、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤

務をした日における正規の勤務時間との合計が７時間45分に達するまで

の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給

料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。 

 

 

 

 

 

第７条の２ 再任用職員で法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占めるもの（以下「再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額

は、前条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤

務時間等条例第２条第３項又は第５項の規定により定められたその者の

勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た

額とする。 

 

（義務教育等教員特別手当） 

第９条の６ 略 

２ 前項の手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号

給（再任用職員ああああああああにあっては、職務の級）の別に応じ

て、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。 

３・４ 略 

 

（超過勤務手当） 

第10条の２ 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正

規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第11条

の５第２項に規定する勤務１時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に

した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150

までの範囲内で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定

める割合（その勤務が午後10時から翌日の午前５時までの間である場合

はあ、その割合に100分の25を加算した割合）を乗じて得た額を超過勤

務手当として支給する。 

(1)・(2)？略 

２ 再任用短時間勤務職員あああが、正規の勤務時間が割り振られた日に

おいて、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤

務をした日における正規の勤務時間との合計が７時間45分に達するまで
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の間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務

時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から

100分の150までの範囲内で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員

会規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第５条の規定により、あ

らかじめ勤務時間等条例第３条第２項又は第４条の規定により割り振ら

れた１週間の勤務時間（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、38時

間45分。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」とい

う。）を超えて勤務時間を割り振られた職員には、当該割振り変更前の

正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間（教

育委員会規則で定める時間を除く。）に対して、勤務１時間につき、第

11条の５第２項に規定する勤務１時間当たりの給与額に100分の25から

100分の50までの範囲内で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員

会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

４ 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし

た勤務（勤務時間等条例第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づ

く週休日における勤務のうち教育委員会規則で定めるものを除く。）の

時間が１箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤

務した全時間に対して、第１項ああああああああああああああああああ

ああああああああの規定にかかわらず、勤務１時間につき、第11条の５

第２項に規定する勤務１時間当たりの給与額に100分の150（その勤務が

午後10時から翌日の午前５時までの間である場合には、100分の175）を

乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

５ 勤務時間等条例第７条の２第１項に規定する超勤代休時間を指定され

た場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前

項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の

指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間

１時間につき、第11条の５第２項に規定する勤務１時間当たりの給与額

に100分の150（その時間が午後10時から翌日の午前５時までの間である

場合には、100分の175）から第１項に規定する教育委員会規則で定める

割合（その時間が午後10時から翌日の午前５時までの間である場合に

は、その割合に100分の25を加算した割合）を減じた割合を乗じて得た

額の超過勤務手当を支給することを要しない。 

６ 略 

の間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務

時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から

100分の150までの範囲内で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員

会規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第５条の規定により、あ

らかじめ勤務時間等条例第３条第２項又は第４条の規定により割り振ら

れた１週間の勤務時間（再任用短時間勤務職員あああにあっては、38時

間45分。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」とい

う。）を超えて勤務時間を割り振られた職員には、当該割振り変更前の

正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間（教

育委員会規則で定める時間を除く。）に対して、勤務１時間につき、第

11条の５第２項に規定する勤務１時間当たりの給与額に100分の25から

100分の50までの範囲内で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員

会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

４ 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし

た勤務（勤務時間等条例第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づ

く週休日における勤務のうち教育委員会規則で定めるものを除く。）の

時間が１箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤

務した全時間に対して、第１項（第２項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第11条の５

第２項に規定する勤務１時間当たりの給与額に100分の150（その勤務が

午後10時から翌日の午前５時までの間である場合はあ、100分の175）を

乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

５ 勤務時間等条例第７条の２第１項に規定する超勤代休時間を指定され

た場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前

項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の

指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間

１時間につき、第11条の５第２項に規定する勤務１時間当たりの給与額

に100分の150（その時間が午後10時から翌日の午前５時までの間である

場合はあ、100分の175）から第１項に規定する教育委員会規則で定める

割合（その時間が午後10時から翌日の午前５時までの間である場合は

あ、その割合に100分の25を加算した割合）を減じた割合を乗じて得た

額の超過勤務手当を支給することを要しない。 

６ 略 
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（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） 

第13条の２ 第７条第３項から第10項まで、第８条の３、第９条の２及び

第９条の３の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

 

   附 則 

１～19 略 

20 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における

最初の４月１日（附則第22項において「特定日」という。）以後、当該

職員に適用される給料表の給料月額のうち、第７条第２項の規定により

当該職員の属する職務の級並びに同条第３項、第４項、第６項及び第７

項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて

得た額（当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50

円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものと

する。）とする。 

21 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

 (1)?臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用され

る職員及び非常勤職員 

(2)?職員の定年等に関する条例（令和４年栃木県条例第あああ号）第９

条第１項又は第２項の規定により同条第１項に規定する異動期間（同

条第１項又は第２項の規定により延長された期間を含む。）を延長さ

れた同条例第６条に規定する職を占める職員 

 (3)?職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の規定により勤

務している職員（同条例第２条に規定する定年退職日において前項の

規定が適用されていた職員を除く。） 

22 法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員であっ

て、当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第24項にお

いて「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受

ける職員のうち、特定日に附則第20項の規定により当該職員の受ける給

料月額（以下この項において「特定日給料月額」という。）が異動日の

前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額（当

該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100

円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以

下この項において「基礎給料月額」という。）に達しないこととなる職

 

（再任用職員についての適用除外） 

第13条の２ ああああああああああああああ第８条の３、第９条の２及び

第９条の３の規定は、再任用職員ああああああああには適用しない。 

 

   附 則 

１～19 略 
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   別表第１再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。 

 

員（教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める職員を

除く。）には、当分の間、特定日以後、附則第20項の規定により当該職

員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に

相当する額を給料として支給する。 

23 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料

月額との合計額が第７条第２項の規定により当該職員の属する職務の級

における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用

については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、

「第７条第２項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の

号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

24 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第20項の

規定の適用を受ける職員に限り、附則第22項に規定する職員を除く。）

であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があ

ると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほ

か、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めるところ

により、前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

25 附則第22項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第

20項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給

料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分

の間、当該職員の受ける給料月額のほか、教育委員会が人事委員会と協

議して教育委員会規則で定めるところにより、前３項の規定に準じて算

出した額を給料として支給する。 

26 附則第22項又は前２項の規定による給料を支給される職員に対する義

務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭

和46年栃木県条例第41号）第３条第１項の規定の適用については、同項

中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第22項、第24項

又は第25項の規定による給料の額との合計額」とする。 

27 附則第20項から前項までに定めるもののほか、附則第20項の規定によ

る給料月額、附則第22項の規定による給料その他附則第20項から前項ま

での規定の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議し

て教育委員会規則で定める。 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

 

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

   円 

234,000 

   円 

274,300 

   円 

303,000 

   円 

331,100 

   円 

415,200 
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   別表第２再任用職員以外の職員の欄中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の欄を次のように改める。 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

   円 

225,200 

   円 

271,100 

   円 

298,100 

   円 

324,400 

   円 

405,200 

 （栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年栃木県条例第53号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（給与の種類） 

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの

（以下「職員」という。）の給与の種類は、給料及び手当とする。 

２・３ 略 

 

（超過勤務手当） 

第９条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の権限を行う知事により

割り振られた１週間の勤務時間（職員のうち地方公務員法第22条の４第

１項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあっては、38時間45分。

以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務時間を

割り振られた職員に対して、当該割振り変更前の正規の勤務時間を超え

て割り振られた勤務時間中に勤務した全時間（管理者の権限を行う知事

が別に定める時間を除く。）について、超過勤務手当を支給する。 

（給与の種類） 

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの

（以下「職員」という。）の給与の種類は、給料及び手当とする。 

２・３ 略 

 

（超過勤務手当） 

第９条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の権限を行う知事により

割り振られた１週間の勤務時間（職員のうち地方公務員法第28条の５第

１項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあっては、38時間45分。

以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務時間を

割り振られた職員に対して、当該割振り変更前の正規の勤務時間を超え

て割り振られた勤務時間中に勤務した全時間（管理者の権限を行う知事

が別に定める時間を除く。）について、超過勤務手当を支給する。 

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 

 

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

   円 

234,000 

   円 

274,300 

   円 

303,000 

   円 

331,100 

   円 

415,200 
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（給与の減額） 

第17条 略 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子

（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第２

条第１項の規定により子に含まれるものとされる者を含む。）を養育す

るため１日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。）、修学

部分休業（当該職員が大学その他管理者の権限を行う知事が指定する教

育施設における修学のため、２年を超えない期間中、１週間の勤務時間

の一部について勤務しないことをいう。）、高齢者部分休業（当該職員

が当該職員に係る定年退職日（職員の定年等に関する条例（令和４年栃

木県条例第？？？号）第２条に規定する定年退職日をいう。以下この項

において同じ。）から５年を超えない期間遡った日後の日で、当該職員

が申請において示した日からその定年退職日までの期間中、１週間の勤

務時間の一部について勤務しないことをいう。）、介護休暇（当該職員

が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者の権限を行う知事が指

定する者で、負傷、疾病、老齢等により管理者の権限を行う知事が指定

する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの（以下「要介護

者」という。）の介護をするため、管理者の権限を行う知事が、職員の

申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状

態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定

する期間（以下「指定期間」という。）内において勤務しないことが相

当であると認められる場合における休暇をいう。）又は介護時間（当該

職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要と

する一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に係

る指定期間と重複する期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部

につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をい

う。）の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、

その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額して給

与を支給する。 

 

（定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外） 

第20条 第５条、第６条、第６条の３、第８条の２、第８条の３、第13条

及び第16条の規定は、地方公務員法第22条の４第１項ああああああああ

 

（給与の減額） 

第17条 略 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子

（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第２

条第１項の規定により子に含まれるものとされる者を含む。）を養育す

るため１日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。）、修学

部分休業（当該職員が大学その他管理者の権限を行う知事が指定する教

育施設における修学のため、２年を超えない期間中、１週間の勤務時間

の一部について勤務しないことをいう。）、高齢者部分休業（当該職員

が当該職員に係る定年退職日（職員の定年等に関する条例（昭和59年栃

木県条例第２号）？？第２条に規定する定年退職日をいう。以下この項

において同じ。）から５年を超えない期間遡った日後の日で、当該職員

が申請において示した日からその定年退職日までの期間中、１週間の勤

務時間の一部について勤務しないことをいう。）、介護休暇（当該職員

が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者の権限を行う知事が指

定する者で、負傷、疾病、老齢等により管理者の権限を行う知事が指定

する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの（以下「要介護

者」という。）の介護をするため、管理者の権限を行う知事が、職員の

申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状

態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定

する期間（以下「指定期間」という。）内において勤務しないことが相

当であると認められる場合における休暇をいう。）又は介護時間（当該

職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要と

する一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に係

る指定期間と重複する期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部

につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をい

う。）の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、

その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額して給

与を支給する。 

 

（再任用職員等についての適用除外） 

第20条 第５条、第６条、第６条の３、第８条の２、第８条の３、第13条

及び第16条の規定は、地方公務員法第28条の４第１項、第28条の５第１
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  （職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第４条 職員の退職手当に関する条例（昭和29年栃木県条例第３号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

ああああああああああああああああああの規定により採用された職員に

は適用しない。 

２ 略 

項又は第28条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員に

は適用しない。 

２ 略 

改   正   後 改   正   前 

（退職手当の支給） 

第２条 この条例の規定による退職手当は、前条各号のいずれかに該当す

る者で、常時勤務に服することを要するもの（地方公務員法第28条の４

第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項若しくは第２項の規定

により採用された者を除く。以下「職員」という。）が退職した場合に

は、その者（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給する。 

２～４ 略 

 

（一般の退職手当） 

第２条の３ 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第５条の３の

２まで及び第５条の６から第５条の８までの規定により計算した退職手

当の基本額に、第５条の９の規定により計算した退職手当の調整額を加

えて得た額とする。 

 

（11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額） 

第４条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、

その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の

合計額とする。 

(1)?11年以上25年未満の期間勤続し、地方公務員法第28条の６第１項あ

あああああああああああああああああああああああああああの規定に

より退職した者（職員の定年等に関する条例（令和４年栃木県条例第

あああ号。以下「定年条例」という。）第４条第１項の期限又は同条

第２項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含

む。） 

(2)～(4)？略 

（退職手当の支給） 

第２条 この条例の規定による退職手当は、前条各号のいずれかに該当す

る者で、常時勤務に服することを要するもの（地方公務員法第28条の４

第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項若しくは第２項の規定

により採用された者を除く。以下「職員」という。）が退職した場合に

は、その者（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給する。 

２～４ 略 

 

（一般の退職手当） 

第２条の３ 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第５条の３あ

あまで及び第５条の６から第５条の８までの規定により計算した退職手

当の基本額に、第５条の９の規定により計算した退職手当の調整額を加

えて得た額とする。 

 

（11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額） 

第４条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、

その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の

合計額とする。 

(1)?11年以上25年未満の期間勤続し、職員の定年等に関する条例（昭和

59年栃木県条例第２号。以下「定年条例」という。）第２条の規定に

より退職した者（定年条例あああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ第４条第１項の期限又は同条

第２項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含

む。） 

(2)～(4)？略 

46　　



                                                                   47  

２・３ 略 

 

（25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額） 

第５条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、

その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の

合計額とする。 

(1)?25年以上勤続し、地方公務員法第28条の６第１項の規定により退職

した者（定年条例第４条第１項の期限又は同条第２項の規定により延

長された期限の到来により退職した者を含む。） 

 (2)～(6) 略 

２ 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職

し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によるこ

となく退職した者（同項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手

当の基本額について準用する。 

３ 略 

 

（給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがあ

る場合の退職手当の基本額に係る特例） 

第５条の２ 退職した者（警察法（昭和29年法律第162号）第56条の４第

１項の規定による任命（第５条の３の２及び附則第15項において「特定

任命」という。）により職員となった後に退職した者を除く。）の基礎

在職期間中に、給料月額の減額改定（給料月額の改定をする条例が制定

された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けてい

た給料月額が減額されることをいう。以下同じ。）以外の理由によりそ

の者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じ

た日（以下「減額日」という。）における当該理由により減額されな 

かったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの（以下

「特定減額前給料月額」という。）が、退職日給料月額よりも多いとき

は、その者に対する退職手当の基本額は、前３条の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる額の合計額とする。 

(1)・(2)？略 

２ 略 

 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） 

２・３ 略 

 

（25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額） 

第５条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、

その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の

合計額とする。 

(1)?25年以上勤続し、定年条例第２条あああああああの規定により退職

した者（定年条例第４条第１項の期限又は同条第２項の規定により延

長された期限の到来により退職した者を含む。） 

 (2)～(6) 略 

２ 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職

し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によるこ

となく退職した者（前項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手

当の基本額について準用する。 

３ 略 

 

（給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがあ

る場合の退職手当の基本額に係る特例） 

第５条の２ 退職した者ああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああの基礎

在職期間中に、給料月額の減額改定（給料月額の改定をする条例が制定

された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けてい

た給料月額が減額されることをいう。以下同じ。）以外の理由によりそ

の者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じ

た日（以下「減額日」という。）における当該理由により減額されな 

かったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの（以下

「特定減額前給料月額」という。）が、退職日給料月額よりも多いとき

は、その者に対する退職手当の基本額は、前３条の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる額の合計額とする。 

(1)・(2)？略 

２ 略 

 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） 
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第５条の３ 第４条第１項第４号及び第５条第１項（第１号を除く。）に

規定する者のうち、定年条例第２条に定める定年退職日の１年前の日ま

でに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その

年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減

じた年齢以上であるものに対する第４条第１項、第５条第１項及び前条

第１項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。 

略 

 

 （特定任命により職員となった後に退職した者に関する準用規定） 

第５条の３の２ 第５条の２（前条において読み替えて適用する場合を含

む。）の規定は、特定任命により職員となった後に退職した者について

準用する。この場合において、第５条の２の見出し中「給料月額」とあ

るのは「俸給月額」と、同条第１項中「退職した者（警察法（昭和29年

法律第162号）第56条の４第１項の規定による任命（第５条の３の２及

び附則第15項において「特定任命」という。）により職員となった後に

退職した者を除く。）」とあるのは「特定任命（警察法（昭和29年法律

第162号）第56条の４第１項の規定による任命をいう。）により職員と

なった後に退職した者」と、「給料月額の減額改定（給料月額の改定を

する条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改

定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。」とあるのは「俸

給月額の減額改定（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）第

５条の２に規定されている俸給月額の減額改定をいう。」と、「給料月

額が減額されたことがある場合」とあるのは「俸給月額が減額されたこ

とがある場合（特定任命を受けたことにより、特定任命前の俸給月額よ

りも低い給料月額を支給されることとなった場合を含む。）」と、「給

料月額のうち」とあるのは「俸給月額のうち」と、同項並びに前条の表

第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１項第２号イの項中「特

定減額前給料月額」とあるのは「特定減額前俸給月額」と読み替えるも

のとする。 

 

第５条の７ 第５条の２第１項（第５条の３の２において読み替えて準用

する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定により計算した退

第５条の３ 第４条第１項第４号及び第５条第１項（第１号を除く。）に

規定する者のうち、定年条例第２条に定める定年退職日の１年前の日ま

でに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その

年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減

じた年齢以上であるものに対する第４条第１項、第５条第１項及び前条

第１項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条の７ 第５条の２第１項あああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああの規定により計算した退

48　　



                                                                   49  

職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第２号イに掲げる割合の区分に

応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当

該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。 

 (1)?60以上？特定減額前給料月額（第５条の３の２において読み替えて

準用する場合にあっては、特定減額前俸給月額（同条の規定により読

み替えられた第５条の２に規定する特定減額前俸給月額をいう。）。

次号において同じ。）に60を乗じて得た額 

(2)?略 

 

第５条の８ 第５条の３に規定する者に対する前２条の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

略   

第５条の７ 第５条の２第１項（ 第５条の３の規定により読み

替えて適用する第５条の２第

１項（ 

 略  

 同項の 第５条の３の規定により読み

替えて適用する同項の 

第５条の７第１

号 

特定減額前給料月額

（第５条の３の２に

おいて読み替えて準

用する場合にあって

は、特定減額前俸給

月額（同条の規定に

より読み替えられた

第５条の２に規定す

る特定減額前俸給月

額をいう。）。次号

において同じ。） 

特定減額前給料月額（第５条

の３の２において読み替えて

準用する場合にあっては、特

定減額前俸給月額（同条の規

定により読み替えられた第５

条の２に規定する特定減額前

俸給月額をいう。）。以下こ

の 号 及 び 次 号 に お い て 同

じ。）及び特定減額前給料月

額に退職の日において定めら

れているその者に係る定年と

退職の日におけるその者の年

職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第２号イに掲げる割合の区分に

応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当

該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。 

 (1)?60以上？特定減額前給料月額あああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああに60を乗じて得た額 

(2)?略 

 

第５条の８ 第５条の３に規定する者に対する前２条の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

略   

第５条の７ 第５条の２第１項の 第５条の３の規定により読み

替えて適用する第５条の２第

１項の 

 略  

 同項の 同条あああの規定により読み

替えて適用する同項の 

第５条の７第１

号 

特定減額前給料月額

あああああああああ

あああああああああ

あああああああああ

あああああああああ

あああああああああ

あああああああああ

あああああああああ

あああああああああ

あああああああああ

ああああああああ 

特定減額前給料月額ああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああ及び特定減額前給料月

額に退職の日において定めら

れているその者に係る定年と

退職の日におけるその者の年
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齢との差に相当する年数１年

につき100分の３（退職の日に

おいて定められているその者

に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当

する年数が１年である職員に

あっては、100分の２）を乗じ

て得た額の合計額 

略   

 

（退職手当の調整額） 

第５条の９ 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職

期間（第５条の２第２項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。）

の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各

月（地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職（公務上の傷病に

よる休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法

（昭和40年法律第124号）に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社

法（昭和45年法律第82号）に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡

大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）に規定する土地開発公社

（以下「地方公社」という。）又は国家公務員退職手当法施行令（昭和

28年政令第215号。以下「施行令」という。）第６条に規定する法人

（退職手当（これに相当する給与を含む。）に関する規程において、職

員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続い

て地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の

在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者とし

ての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下

「休職指定法人」という。）の業務に従事させるための休職を除

く。）、地方公務員法第29条の規定による停職、教育公務員特例法（昭

和24年法律第１号）第26条第１項の規定による大学院修学休業その他こ

れらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあ

る月（現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第９条

第４項において「休職月等」という。）のうち人事委員会規則で定める

ものを除く。）ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる

齢との差に相当する年数１年

につき100分の３（退職の日に

おいて定められているその者

に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当

する年数が１年である職員に

あっては、100分の２）を乗じ

て得た額の合計額 

略   

 

（退職手当の調整額） 

第５条の９ 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職

期間（第５条の２第２項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。）

の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各

月（地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職（公務上の傷病に

よる休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法

（昭和40年法律第124号）に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社

法（昭和45年法律第82号）に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡

大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）に規定する土地開発公社

（以下「地方公社」という。）又は国家公務員退職手当法施行令（昭和

28年政令第215号。以下「施行令」という。）第６条に規定する法人

（退職手当（これに相当する給与を含む。）に関する規程において、職

員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続い

て地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の

在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者とし

ての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下

「休職指定法人」という。）の業務に従事させるための休職を除

く。）、地方公務員法第29条の規定による停職、教育公務員特例法（昭

和24年法律第１号）第26条第１項の規定による大学院修学休業その他こ

れらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあ

る月（現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下あ

あああああああ「休職月等」という。）のうち人事委員会規則で定める

ものを除く。）ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる
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職員の区分に応じて当該各号に定める額（以下この項及び第５項におい

て「調整月額」という。）のうちその額が最も多いものから順次その順

位を付し、その第１順位から第60順位までの調整月額（当該各月の月数

が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額）を合計した額とす

る。 

 (1)～(8)？略 

２～５ 略 

 

（一般の退職手当の額に係る特例） 

第５条の10 第５条第１項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当する

ものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当

該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第２条の３、第

５条、第５条の２（第５条の３の２において読み替えて準用する場合を

含む。）及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退

職手当の額とする。 

(1)～(4)？略 

２ 略 

 

（功労者に係る退職手当の特例） 

第７条 知事が県政のため特に功労があったと認める職員で、退職するも

のに対する退職手当の額は、第３条から第５条の３の２まで及び第５条

の６から第５条の10までの規定にかかわらず、第５条から第５条の３の

２までの規定に準じて算定した額に第５条の９に準じて算定した額を加

算した額の範囲内で知事の定める額とすることができる。 

２ 略 

 

（定年前に退職する意思を有する職員の募集等） 

第10条の２ 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集で 

あって、次に掲げるものを行うことができる。 

(1)?職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を

減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集 

(2)?略 

２～17 略 

 

職員の区分に応じて当該各号に定める額（以下あああああああああああ

あ「調整月額」という。）のうちその額が最も多いものから順次その順

位を付し、その第１順位から第60順位までの調整月額（当該各月の月数

が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額）を合計した額とす

る。 

 (1)～(8)？略 

２～５ 略 

 

（一般の退職手当の額に係る特例） 

第５条の10 第５条第１項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当する

ものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当

該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第２条の３、第

５条、第５条の２ああああああああああああああああああああああああ

ああああ及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退

職手当の額とする。 

(1)～(4)？略 

２ 略 

 

（功労者に係る退職手当の特例） 

第７条 知事が県政のため特に功労があったと認める職員で、退職するも

のに対する退職手当の額は、第３条から第５条の３ああまで及び第５条

の６から第５条の10までの規定にかかわらず、第５条から第５条の３あ

あまでの規定に準じて算定した額に第５条の９に準じて算定した額を加

算した額の範囲内で知事の定める額とすることができる。 

２ 略 

 

（定年前に退職する意思を有する職員の募集等） 

第10条の２ 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集で 

あって、次に掲げるものを行うことができる。 

(1)?職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を

減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集 

(2)?略 

２～17 略 
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（失業者の退職手当） 

第12条 略 

２・３ 略 

４ 第１項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達し

たことその他の人事委員会規則で定める理由によるものである職員があ

当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合におい

て、人事委員会規則で定めるところにより、知事にその旨を申し出たと

きは、第１項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定め

る期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間（１年を限

度とする。）に相当する期間を合算した期間（当該求職の申込みをしな

いことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号

に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前

日までの期間に相当する期間を加算した期間）」と、「当該期間内」と

あるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは

「次項において読み替えられた第１項に規定する支給期間」とし、当該

退職の日後に事業（その実施期間が30日未満のものその他人事委員会規

則で定めるものを除く。）を開始した職員その他これに準ずるものとし

て人事委員会規則で定める職員が人事委員会規則で定めるところによ

り、知事にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間（当該実施期

間の日数が４年から第１項及び本項の規定により算定される期間の日数

を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。）は、第１

項及び本項の規定による期間に算入しない。 

５～10 略  

11 第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほか、第１項

又は第３項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の

各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額

を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手

当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件

に従い支給する。 

(1)～(4)？略 

(5)?公共職業安定所、職業安定法第４条第９項に規定する特定地方公共

団体若しくは同法第18条の２に規定する職業紹介事業者の紹介した職

業に就くため、又は知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法

第58条第１項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は

（失業者の退職手当） 

第12条 略 

２・３ 略 

４ 第１項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達し

たことその他の人事委員会規則で定める理由によるものである職員が、

当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合におい

て、人事委員会規則で定めるところにより、知事にその旨を申し出たと

きは、第１項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定め

る期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間（１年を限

度とする。）に相当する期間を合算した期間（当該求職の申込みをしな

いことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号

に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前

日までの期間に相当する期間を加算した期間）」と、「当該期間内」と

あるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは

「次項において読み替えられた第１項に規定する支給期間」とするああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああ。 

５～10 略  

11 第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほか、第１項

又は第３項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の

各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額

を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手

当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件

に従い支給する。 

(1)～(4)？略 

(5)?公共職業安定所、職業安定法第４条第８項に規定する特定地方公共

団体若しくは同法第18条の２に規定する職業紹介事業者の紹介した職

業に就くため、又は知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法

第58条第１項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は
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居所を変更する者？同条第２項に規定する移転費の額に相当する金額 

 (6)?略 

12～17 略 

 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第16条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が

支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又

は第２号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したとき

は、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対

し、第14条第１項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場

合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等

の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

 (1)?当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合に 

あっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当

該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。 

(2)?当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条

第３項の規定による懲戒免職処分（以下「定年前再任用短時間勤務職

員に対する免職処分」という。）を受けたとき。 

(3)?当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任用短時間

勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。）について、当該

退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての

引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認

めたとき。 

２～６ 略 

 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第17条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払

われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第14条第１項に規

定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一

般の退職手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給

を受けていなければ第12条第３項、第６項又は第８項の規定による退職

居所を変更する者？同条第２項に規定する移転費の額に相当する金額 

 (6)?略 

12～17 略 

 

（退職後禁錮
こ

以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第16条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が

支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又

は第２号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したとき

は、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対

し、第14条第１項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場

合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等

の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

 (1)?当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合に 

あっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当

該退職後に禁錮
こ

以上の刑に処せられたとき。 

(2)?当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条

第３項の規定による懲戒免職処分（以下「再任用職員に対する免職処

分ああああああああ」という。）を受けたとき。 

(3)?当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する

免職処分ああああああああの対象となる者を除く。）について、当該

退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての

引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認

めたとき。 

２～６ 略 

 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第17条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払

われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に

係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第14条第１項に規

定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一

般の退職手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給

を受けていなければ第12条第３項、第６項又は第８項の規定による退職
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手当の支給を受けることができた者（次条及び第19条において「失業手

当受給可能者」という。）であった場合にはあああ、これらの規定によ

り算出される金額（次条及び第19条において「失業者退職手当額」とい

う。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができ

る。 

(1)?当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁

錮以上の刑に処せられたとき。 

(2)?当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間

勤務職員に対する免職処分を受けたとき。 

(3)?当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任用短時間

勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。）について、当

該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた

在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２～６ 略 

 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第19条 退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に対し当

該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般

の退職手当等の額の支払を受けた者（以下この条において「退職手当の

受給者」という。）が当該退職の日から６月以内に第17条第１項又は前

条第１項の規定による処分を受けることなく死亡した場合（次項から第

５項までに規定する場合を除く。）において、当該退職に係る退職手当

管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人（包括受遺者を含む。以下

この項から第６項までにおいて同じ。）に対し、当該退職の日から６月

以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎と

なる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき

行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたとき

は、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から

６月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退

職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に

懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由とし

て、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能

者であった場合にはあああ、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一

手当の支給を受けることができた者（次条及び第19条において「失業手

当受給可能者」という。）であった場合にあっては、これらの規定によ

り算出される金額（次条及び第19条において「失業者退職手当額」とい

う。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができ

る。 

(1)?当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁

錮
こ

以上の刑に処せられたとき。 

(2)?当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する

免職処分ああああああああを受けたとき。 

(3)?当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員に対する

免職処分ああああああああの対象となる職員を除く。）について、当

該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた

在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２～６ 略 

 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第19条 退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に対し当

該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般

の退職手当等の額の支払を受けた者（以下この条において「退職手当の

受給者」という。）が当該退職の日から６月以内に第17条第１項又は前

条第１項の規定による処分を受けることなく死亡した場合（次項から第

５項までに規定する場合を除く。）において、当該退職に係る退職手当

管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人（包括受遺者を含む。以下

この条あああああああにおいて同じ。）に対し、当該退職の日から６月

以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎と

なる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき

行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたとき

は、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から

６月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退

職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に

懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由とし

て、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能

者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一
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部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第17条第５項又は

前条第３項において準用する栃木県行政手続条例第15条第１項の規定に

よる通知を受けた場合において、第17条第１項又は前条第１項の規定に

よる処分を受けることなく死亡したとき（次項から第５項までに規定す

る場合を除く。）は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手

当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相

続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額

の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処

分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の

退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合

にはあああ、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額

の納付を命ずる処分を行うことができる。 

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までにおいて

同じ。）が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し起訴をされた場合（第15条第１項第１号に該当する場合

を含む。次項において同じ。）において、当該刑事事件につき判決が確

定することなく、かつ、第17条第１項の規定による処分を受けることな

く死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当

の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続

人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の

算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分

を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退

職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合に

はあああ、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の

納付を命ずる処分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に

関し禁錮以上の刑に処せられた後において第17条第１項の規定による処

分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関

は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手

当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁 

錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額

（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にはあああ、失

部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第17条第５項又は

前条第３項において準用する栃木県行政手続条例第15条第１項の規定に

よる通知を受けた場合において、第17条第１項又は前条第１項の規定に

よる処分を受けることなく死亡したとき（次項から第５項までに規定す

る場合を除く。）は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手

当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相

続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額

の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処

分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の

退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合

にあっては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額

の納付を命ずる処分を行うことができる。 

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までにおいて

同じ。）が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し起訴をされた場合（第15条第１項第１号に該当する場合

を含む。次項において同じ。）において、当該刑事事件につき判決が確

定することなく、かつ、第17条第１項の規定による処分を受けることな

く死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当

の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続

人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の

算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分

を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退

職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合に

あっては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の

納付を命ずる処分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に

関し禁錮
こ

以上の刑に処せられた後において第17条第１項の規定による処

分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関

は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手

当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁 

錮
こ

以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額

（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失
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業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる

処分を行うことができる。 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に係る一

般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期

間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受け

た場合において、第17条第１項の規定による処分を受けることなく死亡

したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給

者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対

し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に

対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額

（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にはあああ、失

業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる

処分を行うことができる。 

６～８ 略  

 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、第１条第７号の規定を除き、昭和

28年８月１日以後の退職による退職手当について適用する。 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる

処分を行うことができる。 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に係る一

般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期

間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分ああああああああを受け

た場合において、第17条第１項の規定による処分を受けることなく死亡

したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給

者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対

し、当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分あ

あああああああを受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額

（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失

業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる

処分を行うことができる。 

６～８ 略  

 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、第１条第７号の規定を除き、昭和

28年８月１日以後の退職に因る退職手当について適用する。 

２ 略 

３ 第１条第７号に規定する職員のこの条例施行前の退職に因る退職手当

及び同号以外の職員の昭和28年７月31日以前の退職に因る退職手当の支

給については、なお従前の例による。 

４ 第１条第７号に規定する職員以外の職員で、昭和28年７月31日に現に

在職する職員及び職員以外の公務員であって、同年８月１日以後引き続

いて職員となった者の同年７月31日以前における勤続期間については、

附則第５項から附則第９項までの規定によるほか、第９条（第４項を除

く。）並びに職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和

48年栃木県条例第32号。以下「条例第32号」という。）附則第９項及び

附則第15項の規定の例による。 

５ 第１条第７号に規定する職員で、この条例施行の日及び同号以外の職

員で、昭和28年７月31日に現に在職する職員並びに職員以外の公務員で

あって、同年８月１日以後引き続いて職員となった者の在職期間に引き

続く旧恩給法の特例に関する件（昭和21年勅令第68号）第１条に規定す

る軍人軍属としての勤続期間は、その者の勤続期間として通算するもの
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とする。 

６ 第１条第７号に規定する職員で、この条例施行の日及び同号以外の職

員で、昭和28年７月31日に現に在職していた職員の同日以前における次

の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間

とみなす。この場合において、当該各号に規定する者が、当該各号に掲

げる期間に係る者としての身分を失った際に、この条例の規定による退

職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基

礎となった在職期間の３分の２の期間は、その者の職員として引き続い

た在職期間には、含まないものとする。 

(1)?先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受

け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係

があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法（昭和59年法

律第69号）附則第12条第１項の規定による解散前の日本専売公社（以

下「旧専売公社」という。）、日本国有鉄道改革法（昭和61年法律第

87号）附則第２項の規定による廃止前の日本国有鉄道法（昭和23年法

律第256号）第１条の規定により設立された日本国有鉄道（以下「旧

日本国有鉄道」という。）若しくは日本電信電話株式会社等に関する

法律（昭和59年法律第85号）附則第４条第１項の規定による解散前の

日本電信電話公社（以下「旧電信電話公社」という。）の事業と同種

の事業を行っていたもので、国家公務員退職手当法施行令（昭和28年

政令第215号。以下「施行令」という。）附則第３項第３号の規定に

より総務大臣が指定するものの職員（以下「外国政府職員等」とい

う。）となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失っ

た後に引き続いて再び職員となったものの当該外国政府職員等として

の引き続いた在職期間の３分の２の期間 

(2)?先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受

け、引き続いて旧国民医療法（昭和17年法律第70号）に規定する日本

医療団（以下「医療団」という。）の職員（以下「医療団職員」とい

う。）となるため退職し、かつ、医療団の業務の地方公共団体への引

継ぎとともに引き続いて再び職員となったものの当該医療団職員とし

ての引き続いた在職期間の３分の２の期間 

(3)?先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受

け、引き続いて日本赤十字社の救護員（以下「救護員」という。）と

なるため退職し救護員として旧日本赤十字社令（明治43年勅令第228
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号）の規定に基づき戦地勤務（恩給法の一部を改正する法律（昭和28

年法律第155号）附則第41条の２第１項に規定する戦地勤務をいう。

以下同じ。）に服し、かつ、救護員として身分を失った後に引き続い

て再び職員となったものの当該救護員として戦地勤務に服した期間の

３分の２の期間 

(4)?先に職員として在職した者であってア又はイに該当するもののア又

はイに掲げる期間 

ア 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国にあった特殊機

関の職員で、施行令附則第３項第６号の規定により総務大臣の指定

するもの（以下「外国特殊機関職員」という。）となるため退職

し、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて

再び職員となった者の当該外国特殊機関職員としての引き続いた在

職期間の３分の２の期間 

イ 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府の職員とな

るため退職し当該外国政府の当該業務の外国にあった特殊機関への

引継ぎとともに、引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国

特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となっ

た者の当該外国政府の職員及び当該外国特殊機関職員としての引き

続いた在職期間の３分の２の期間 

７ 昭和28年７月31日に現に在職していた職員のうち、次の各号の一に該

当するものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間

に引き続いたものとみなす。 

(1)?先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受

けて他の任命権者に属する職員となるため退職し、かつ、任命権者の

手続きの遅延のため退職の日の翌々日以後において他に就職すること

なくその承認又は勧奨を受けた他の任命権者に属する職員となったも

の 

(2)?先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受

け、引き続いて在外研究員又は外国留学生（以下「在外研究員等」と

いう。）となるため退職し、かつ、その研究又は留学を終えた後に引

き続いて再び職員となったもの 

８ 昭和20年８月15日に現に次の各号の一に該当する者であったものが当

該各号に掲げる日から昭和28年７月31日までの間に他に就職することな

く職員となった場合においては、当該各号に掲げる者であった期間は、
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そのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。 

(1)?外地官署所属職員？外地官署所属職員の身分に関する件（昭和21年

勅令第287号）の規定によりその身分を保留する期間が満了する日の

翌日 

(2)?外国政府職員等、外国特殊機関職員又は在外研究員等？昭和20年８

月16日 

(3)?救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属？その身分を

失った日 

９ 先に職員として在職した者であって、旧公職に関する就職禁止、退

官、退職等に関する勅令（昭和21年勅令第109号）第１条若しくは旧公

職に関する就職禁止、退職等に関する勅令（昭和22年勅令第１号）第３

条の規定により退職させられたもの又は次の各号に掲げる措置によりそ

の者の意思によらないで退職させられたものが、その退職の後、法令の

規定又は特別の手続きによりこれらの措置が解除された日（これらの措

置により就職が制限されなかった職員となった場合にあっては、当該退

職の日）から昭和28年７月31日までの間に再び職員となった場合におい

ては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間

に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から

120日を経過した日以後に再び職員となった場合において、当該経過し

た日から再び職員となった日の前日までの間に他に就職していたことが

あるときは、この限りでない。 

(1)?昭和20年10月４日付連合国最高司令官覚書政治的、公民的及び宗教

的自由の制限の撤廃に関する件に基づく罷免 

(2)?旧教職員の除去、就職禁止及び復職等に関する勅令（昭和21年勅令

第263号）第１条又は教職員の除去、就職禁止等に関する政令（昭和

22年政令第62号）第３条の規定による指定 

10 昭和20年８月15日に現に附則第８項に掲げる者（救護員で戦地勤務に

服したことのある者、外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下

この項において「外地官署所属職員等」という。）であった者で同日に

おいて本邦外にあったもののうち、昭和28年８月１日以後においてその

本邦に帰還した日から３年（特殊の事情があると認められる場合には任

命権者が知事と協議して定める期間を加算した期間。以下この項におい

て同じ。）以内に職員となったもの又は同年８月１日以後においてその

本邦に帰還した日から３年以内に職員以外の公務員となり、引き続き職
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員以外の公務員として在職した後引き続いて職員となったものについて

は、外地官署所属職員等であった期間は、その者の同年８月１日以後に

おいて最初に開始する職員又は職員以外の公務員としての在職期間に引

き続いたものとみなし、かつ、当該職員以外の公務員としての在職期間

に引き続いたものとみなす場合にあっては当該職員以外の公務員として

の在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとす

る。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は職員以外の公務員とし

ての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者に

ついては、この限りでない。 

11 前項に規定する者の昭和28年７月31日（同年８月１日以後に附則第８

項第１号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該

期間が満了する日）以前における勤続期間の計算については、前項の規

定に該当するものを除き、附則第６項及び附則第７項の規定を準用する

ほか第９条（第４項を除く。）の規定の例による。 

12 昭和28年７月31日に現に在職する職員、同日に現に職員以外の公務員

として在職し、同日後に引き続いて職員となった者又は附則第10項に規

定する者のうち、職員としての引き続いた在職期間中において職員又は

職員以外の公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又は

これに相当する給与の支給を受けて特殊退職をし、かつ、職員又は職員

以外の公務員となったことがあるものが退職した場合におけるその者に

対する一般の退職手当の額は、第２条の３から第５条の３まで、第５条

の６から第５条の10まで、条例第32号による改正前の第９条の２第２項

及び附則第14項の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月

額に、第１号に掲げる割合から第２号に掲げる割合（附則第14項に規定

する職員若しくは職員以外の公務員として在職した後この条例の規定に

よる退職手当若しくはこれに相当する給与の支給を受けてした退職をし

た者については、当該割合とその者に係る附則第14項において例による

附則第12項第２号に掲げる割合とを合計した割合）を控除した割合を乗

じて得た額とする。 

(1)?その者が第２条の３から第５条の３まで及び第５条の６から第５条

の10まで、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和

37年栃木県条例第52号）附則第２項並びに条例第32号附則第５項から

附則第８項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるも

のとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合 
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(2)?その者が特殊退職をした際に、その際支給を受けたこの条例の規定

による退職手当又はこれに相当する給与の額の計算の基礎となった勤

続期間（当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在

職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定めら

れていない場合には、当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその

者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数（１未満の端数を生

じたときは、その端数を切り捨てる。）に相当する月数）をこの条例

の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の規定によ

る退職手当（附則第９項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所属

職員のうち、第４条若しくは第５条の規定による退職手当又はこれに

準ずる退職手当に係る退職（以下「整理退職」という。）に該当する

特殊退職をした者については、第４条第１項の規定による退職手当）

の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊

退職の日におけるその者の給料月額に対する割合（特殊退職を２回以

上した者については、それぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した

割合） 

13 前項の特殊退職は、次の各号に掲げる退職又は身分の喪失とする。た

だし、第１号から第３号までの退職にあっては、整理退職に該当する退

職を除く。 

(1)?職員が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び職員となる場合

（職員以外の公務員が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び当

該退職の日までその者が属していた地方公共団体等の職員以外の公務

員となる場合を含む。）の退職 

(2)?職員又は職員以外の公務員が任命者の要請を受けて職員又は職員以

外の公務員となるため退職し、かつ、退職の日又はその翌日に職員又

は職員以外の公務員となる場合（前号に該当する場合を除く。）の退

職 

(3)?附則第６項各号又は附則第７項各号（これらの規定を附則第11項に

おいて準用する場合を含む。）の退職 

(4)?附則第９項の退職 

(5)?外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失 

14 職員又は職員以外の公務員から引き続いて職員となった者のうち、職

員としての引き続いた在職期間（その者が当該在職期間中においてたば

こ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（昭和59年法律
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第71号）第４条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（昭和59年法律第87号）第５条の

規定による改正前の国家公務員等退職手当法（昭和28年法律第182号）

第２条に規定する者として在職した後この条例の規定による退職手当に

相当する給与の支給を受けて退職をしたことがある者である場合には、

当該退職の日（当該退職を２回以上した者については、そのうちの最終

の退職の日）以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。）中にお

いて、昭和38年３月31日までの間に、職員又は職員以外の公務員として

在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支

給を受けて退職（条例第32号による改正前の第９条の２第１項の退職、

附則第13項の特殊退職及び整理退職に該当する退職を除く。）をし、か

つ、退職の日又はその翌日に、職員又は職員以外の公務員となったこと

があるものが退職した場合におけるその者に対する第３条から第５条の

２までの規定による退職手当の額については、附則第12項の規定の例に

よる。この場合において、第９条第５項の規定の適用については、同項

ただし書中「退職により」とあるのは、「退職（附則第14項に規定する

職員又は職員以外の公務員として在職した後この条例の規定による退職

手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。）によ

り」と読み替えるものとする。 

15 この条例の適用を受ける職員であって、昭和20年９月２日以後ソヴィ

エト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯38度以北の朝鮮、関東州、

満州又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があ

り、且つ、本邦に帰還していないもの（自己の意思により帰還しないも

のと認められる者及び昭和20年９月２日以後において、本邦にあった者

を除く。）が恩給法の一部を改正する法律（昭和28年法律第155号）の

規定によって退職したものとみなされたとき、又は昭和28年８月１日以

後死亡が確認されたときは、その者がその退職の日又は死亡の確認の日

に退職したものとみなし、その者が昭和20年８月15日において受けてい

た給料月額（その額が別表左欄に掲げる額のいずれにも該当しない場合

には、その額の直近上位の額とする。）に対応する別表右欄に掲げる新

給料月額を計算の基礎とした第４条の規定による退職手当（その退職の

日が昭和28年７月31日以前の日であるときは、附則第３項の規定により

従前の例によることとされる旧栃木県職員に対する退職手当の臨時措置

に関する条例第４条の規定による退職手当）を支給する。 
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３ 行政整理のため必要があると認められるときは、これにより退職する

職員に対し、第２条の３から第５条の３の２まで及び第５条の６から第

５条の10までの規定にかかわらず、特別の退職手当の額を定めるため、

特別の条例を制定することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 昭和60年４月１日に現に在職する職員で日本たばこ産業株式会社法

（昭和59年法律第69号）附則第12条第１項の規定による解散前の日本専

売公社（以下「旧専売公社」という。）又は日本電信電話株式会社等に

関する法律（昭和59年法律第85号）附則第４条第１項の規定による解散

前の日本電信電話公社（以下「旧電信電話公社」という。）の職員とし

て在職した後引き続き職員となったものの退職手当の算定の基礎となる

勤続期間の計算については、その者の旧専売公社又は旧電信電話公社の

職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。た

だし、その者が旧専売公社又は旧電信電話公社を退職したことにより退

16 行政整理のため必要があると認められるときは、これにより退職する

職員に対し、第３条から第５条の２まで及び第５条の５あああああああ

ああああああの規定にかかわらず、特別の退職手当の額を定めるため、

特別の条例を制定することができる。 

17 昭和28年12月25日以後において、琉球諸島民政府職員（元南西諸島官

公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律（昭和28年法律第

156号）第２条第３号に規定する職員をいう。以下この項において同

じ。）から引き続き職員以外の地方公務員等となり、かつ、引き続き職

員となった者に係る当該琉球諸島民政府職員としての在職期間は、職員

以外の地方公務員等としての在職期間に含まれるものとして、その勤続

期間を計算するものとする。 

18 昭和56年度中に退職した職員のうち、退職の日において職員の給与に

関する条例等の一部を改正する条例（昭和56年栃木県条例第35号）附則

第３項の規定の適用を受ける者に対し、この条例を適用する場合には、

同項の規定の適用を受けないとした場合の当該退職の日における給料月

額をもって、その者の退職手当の額の計算の基礎となる給料月額とす

る。 

19 地方公務員法の一部を改正する法律（昭和56年法律第92号）附則第３

条の規定により退職した職員及び定年条例附則第２項において準用する

定年条例第４条の規定により引き続き勤務した後退職した職員に対する

退職手当の額は、定年により退職した者の例により計算して得られる額

とする。ただし、その者の非違によることなく勧奨を受けた後当該勧奨

を受けた年度を超えて在職した者で知事が別に定めるものに対する退職

手当の額は、その者の都合により退職した者の例により計算して得られ

る額とする。 

20 昭和60年４月１日に現に在職する職員で旧専売公社ああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ又は旧電信電話公社あああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああの職員とし

て在職した後引き続き職員となったものの退職手当の算定の基礎となる

勤続期間の計算については、その者の旧専売公社又は旧電信電話公社の

職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。た

だし、その者が旧専売公社又は旧電信電話公社を退職したことにより退
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職手当の支給を受けているときは、この限りでない。 

５ 昭和60年３月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き

続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たば

こ産業株式会社の職員として在職した後引き続いて職員となった場合又

は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日

本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会

社の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者

の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同

日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（昭和59年法律第71号）第４条及び日本電信電話株式会社法及び電気通

信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（昭和59年法律第

87号）第５条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法（昭和28年

法律第182号）第２条第２項に規定する職員としての引き続いた在職期

間及び昭和60年４月１日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電

話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間

とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話

株式会社を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含

む。）の支給を受けているときは、この限りでない。 

６ 昭和62年４月１日に現に在職する職員で日本国有鉄道改革法（昭和61

年法律第87号）附則第２項の規定による廃止前の日本国有鉄道法（昭和

23年法律第256号）第１条の規定により設立された日本国有鉄道（以下

「旧日本国有鉄道」という。）の職員として在職した後引き続き職員と

なったものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、

その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続

いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧日本国有鉄道を退職したこ

とにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。 

７ 略 

８ 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者（職員の退職手当に関

する条例の一部を改正する条例（昭和48年栃木県条例第32号。以下「条

例第32号」という。）附則第５項の規定に該当する者を除く。）に対す

る退職手当の基本額は、第３条から第５条の３の２まで及び附則第17項

から第25項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じ

て得た額とする。この場合において、第５条の10第１項中「前条」とあ

るのは、「前条並びに附則第８項」とする。 

職手当の支給を受けているときは、この限りでない。 

21 昭和60年３月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き

続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たば

こ産業株式会社の職員として在職した後引き続いて職員となった場合又

は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日

本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会

社の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者

の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同

日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 

あああああああああああ第４条及び日本電信電話株式会社法及び電気通

信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律ああああああああ

あああ第５条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法あああああ

あああああああ第２条第２項に規定する職員としての引き続いた在職期

間及び昭和60年４月１日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電

話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間

とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話

株式会社を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含

む。）の支給を受けているときは、この限りでない。 

22 昭和62年４月１日に現に在職する職員で旧日本国有鉄道ああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああの職員として在職した後引き続き職員と

なったものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、

その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続

いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧日本国有鉄道を退職したこ

とにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。 

23 略 

24 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者（条例第32号ああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああ附則第５項の規定に該当する者を除く。）に対す

る退職手当の基本額は、第３条から第５条の３まであああああああああ

あああああああの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じ

て得た額とする。この場合において、第５条の10第１項中「前条」とあ

るのは、「前条並びに附則第24項」とする。 
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９ 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者（条例第32号

附則第６項の規定に該当する者を除く。）で第３条第１項の規定に該当

する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項、あ第５条の２

（第５条の３の２において読み替えて準用する場合を含む。）並びに附

則第20項及び第21項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じ

て得た額とする。 

10 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者（条例第32号附則第

７項の規定に該当する者を除く。）で第５条又は附則第18項の規定に該

当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間

を35年として附則第８項の規定の例により計算して得られる額とする。 

11 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する

法律附則第２条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団（以下

「旧事業団」という。）の職員として在職する者（同法附則第13条の規

定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法（昭和61年法律第93号）

第36条第１項の規定の適用を受けた者に限る。）が、引き続いて独立行

政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成14年法律第180号）附

則第２条第１項の規定による解散前の日本鉄道建設公団（以下「旧公

団」という。）の職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在職

した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の

基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員

としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員

としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただ

し、その者が旧事業団又は旧公団を退職したことにより退職手当（これ

に相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでな

い。 

12～14 略 

15 特定任命により職員となった後に退職した者の基礎在職期間中に俸給

月額の減額改定（第５条の３の２の規定により読み替えられた第５条の

２に規定する俸給月額の減額改定をいう。）によりその者の俸給月額が

減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額

前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することと

する法令又はこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがある

ときは、この条例の規定による俸給月額には、当該差額を含まないもの

とする。 

25 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者（条例第32号

附則第６項の規定に該当する者を除く。）で第３条第１項の規定に該当

する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第５条の２

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああの規定により計算した額に前項に定める割合を乗じ

て得た額とする。 

26 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者（条例第32号附則第

７項の規定に該当する者を除く。）で第５条あああああああの規定に該

当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間

を35年として附則第24項の規定の例により計算して得られる額とする。 

27 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する

法律附則第２条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団（以下

「旧事業団」という。）の職員として在職する者（同法附則第11条の規

定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法（昭和61年法律第93号）

第36条第１項の規定の適用を受けた者に限る。）が、引き続いて独立行

政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成14年法律第180号）附

則第２条第１項の規定による解散前の日本鉄道建設公団（以下「旧公

団」という。）の職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在職

した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の

基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員

としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員

としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただ

し、その者が旧事業団又は旧公団を退職したことにより退職手当（これ

に相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでな

い。 

28～30 略 
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16 令和７年３月31日以前に退職した職員に対する第12条第10項の規定の

適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附

則第５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険法第22条第２項に規定する

厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条

の２第１項第２号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定め

る者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職

を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を

ああああああああああああああああああああああ「イ 雇用保険法第22 

あああああああああああああああああああああああウ 特定退職者で

条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者で

あって、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域内に居住し、か 

あって、同法第24条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者として人

つ、知事が同法第24条の２第１項に規定する指導基準に照らして再就職 

事委員会規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基 

を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を 

準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に 

行うことが適当であると認めたもの（アに掲げる者を除く。） 

規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの 

 あああああああああああああああああああああああああ」 

17 当分の間、第４条第１項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した

者であって、60歳に達した日以後における最初の３月31日以後その者の

非違によることなく退職した者（定年の定めのない職を退職した者及び

同項又は同条第２項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手当の

基本額について準用する。この場合における第３条の規定の適用につい

ては、同条第１項中「又は第５条」とあるのは、「、第５条又は附則第

17項」とする。 

18 当分の間、第５条第１項の規定は、25年以上の期間勤続した者であっ

て、60歳に達した日以後における最初の３月31日以後その者の非違によ

ることなく退職した者（定年の定めのない職を退職した者及び同条第１

項又は第２項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額

について準用する。この場合における第３条の規定の適用については、

同条第１項中「又は第５条」とあるのは、「、第５条又は附則第18項」

とする。 

19 前２項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当

31 平成34年３月31日以前に退職した職員に対する第12条第10項の規定の

適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附

則第５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険法第22条第２項に規定する

厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条

の２第１項第２号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定め

る者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職

を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を

ああああああああああああああああああああああ「イ 雇用保険法第22 

あああああああああああああああああああああああウ 特定退職者で

条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者で

あって、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域内に居住し、か 

あって、同法第24条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者として人

つ、知事が同法第24条の２第１項に規定する指導基準に照らして再就職 

事委員会規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基 

を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を 

準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に 

行うことが適当であると認めたもの（アに掲げる者を除く。） 

規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの 

 あああああああああああああああああああああああああ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行うことが適当であると認めたもの」とあるのは 

とする。 とする。 

行うことが適当であると認めたもの」とあるのは 
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の基本額については適用しない。 

(1)?定年条例による改正前の職員の定年等に関する条例（昭和59年栃木

県条例第２号）第３条ただし書に規定する職員 

(2)?定年条例第３条第２項に規定する職員 

20 職員の給与に関する条例附則第10項及び栃木県公立学校職員給与条例

附則第20項の規定による職員の給料月額の改定（次項において「給料月

額７割措置」という。）は、給料月額の減額改定に該当しないものとす

る。 

21 当分の間、退職した者（給料月額７割措置により給料月額が減額され

た者に限る。）の基礎在職期間（基礎在職期間の初日が平成18年４月１

日前である者にあっては、同日以後の期間に限る。）中に、給料月額７

割措置により給料月額が減額された日（以下この項において「７割措置

減額日」という。）前に給料月額の減額改定以外の理由によりその者の

給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日

（以下この項において「特別特定減額日」という。）における当該理由

により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も

多いもの（以下この項において「特別特定減額前給料月額」という。）

が７割措置減額日の前日におけるその者の給料月額（以下この項におい

て「７割措置前給料月額」という。）よりも多く、かつ、７割措置前給

料月額が退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の

基本額は、第５条の２の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計

額とする。ただし、人事委員会規則で定める者に対する退職手当の基本

額は、人事委員会規則で定めるところによる。 

 (1)?その者が特別特定減額前給料月額に係る特別特定減額日のうち最も

遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものと

し、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特別特定減額前給料月額

を基礎として、第３条から第５条までの規定により計算した場合の退

職手当の基本額に相当する額 

 (2)?７割措置前給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除

した割合を乗じて得た額 

  ア その者が７割措置減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由

により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び

７割措置前給料月額を基礎として、第３条から第５条までの規定に

より計算した場合の退職手当の基本額に相当する額の７割措置前給
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料月額に対する割合 

  イ 前号に掲げる額の特別特定減額前給料月額に対する割合 

 (3)?退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した

割合を乗じて得た額 

  ア その者に対する退職手当の基本額が第３条から第５条までの規定

により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基

本額の退職日給料月額に対する割合 

  イ 前号アに掲げる割合 

22 当分の間、第４条第１項第４号並びに第５条第１項第３号、第５号及

び第６号に掲げる者（人事委員会規則で定める者を除く。）に対する第

５条の３、第５条の３の２及び第５条の８の規定の適用については、第

５条の３本文中「定年条例第２条に定める定年退職日の１年前の日」と

あるのは「定年条例第３条に定める定年（附則第19項各号に掲げる職員

以外の者にあっては60歳とし、同項第１号に掲げる職員にあっては65歳

とする。）に達した日以後における最初の３月31日」と、第５条の３の

表第４条第１項及び第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項及

び第５条の２第１項第２号の項並びに第５条の８の表第５条の６の項、

第５条の７第１号の項及び第５条の７第２号の項中「その者に係る定年

と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数１年につき100

分の３（退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差に相当する年数が１年である職員にあって

は、100分の２）」とあるのは「その者に係る定年（附則第19項各号に

掲げる職員以外の者にあっては60歳とし、同項第１号に掲げる職員に 

あっては65歳とする。）と退職の日におけるその者の年齢との差に相当

する年数１年につき100分の３」とする。 

23 当分の間、第４条第１項第４号及び第５条第１項（第１号を除く。）

に規定する者に対する第５条の３及び第５条の３の２の規定の適用につ

いては、第５条の３本文中「20年を」とあるのは「15年を」とするほ

か、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、同条本文中「退職の日にお

いて定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。  

附則第19項各号に掲げる職員以外

の者 

60歳 
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附則第19項第１号に掲げる職員 65歳 

  
24 当分の間、第５条第１項第２号及び第４号に掲げる者であって前項の

表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職した

ときにおける第５条の３及び第５条の８の規定の適用については、第５

条の３の表第４条第１項及び第５条第１項の項、第５条の２第１項第１

号の項及び第５条の２第１項第２号の項並びに第５条の８の表第５条の

６の項、第５条の７第１号の項及び第５条の７第２号の項中「100分の

３（退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日にお

けるその者の年齢との差に相当する年数が１年である職員にあっては、

100分の２）」とあるのは、「附則第23項の表の左欄に掲げる者の区分

ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差

に相当する年数に100分の３を乗じて得た割合を退職の日において定め

られているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に

相当する年数で除して得た割合」とする。 

25 当分の間、第５条第１項第２号及び第４号に掲げる者であって附則第

23項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に

退職したときにおける第５条の３、第５条の３の２及び第５条の８の規

定の適用については、第５条の３の表第４条第１項及び第５条第１項の

項、第５条の２第１項第１号の項及び第５条の２第１項第２号の項並び

に第５条の８の表第５条の６の項、第５条の７第１号の項及び第５条の

７第２号の項中「100分の３（退職の日において定められているその者

に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が１

年である職員にあっては、100分の２）」とあるのは、「100分の２を退

職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるそ

の者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。 

26 当分の間、第10条の２第１項の規定の適用については、同項第１号中

「20年」とあるのは「15年」とするほか、附則第23項の表の左欄に掲げ

る者の区分に応じ、同号中「定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 表 

昭和20年 

８月15日 

 

新 給 料 

昭和20年 

８月15日 

 

新 給 料 

昭和20年 

８月15日 

 

新 給 料 
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  （職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正） 

第５条 職員の服務の宣誓に関する条例（昭和26年栃木県条例第17号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （職員の分限に関する条例の一部改正） 

第６条 職員の分限に関する条例（昭和26年栃木県条例第44号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の給 

料 月 額 

月 額 現在の給 

料 月 額 

月 額 現在の給 

料 月 額 

月 額 

40円 6,000円 125円 11,550円 280円 23,300円 

45？ 6,200？ 135？ 12,450？ 300？ 25,100？ 

50？ 6,650？ 145？ 13,400？ 320？ 27,300？ 

55？ 7,150？ 160？ 14,600？ 360？ 29,500？ 

65？ 7,650？ 175？ 15,800？ 400？ 31,900？ 

75？ 8,150？ 190？ 16,400？ 440？ 34,500？ 

85？ 8,650？ 205？ 17,800？ 480？ 38,800？ 

95？ 9,250？ 220？ 18,500？ 520？ 44,800？ 

105？ 9,850？ 240？ 20,000？   

115？ 10,650？ 260？ 21,600？   

      
       

改   正   後 改   正   前 

（職員の服務の宣誓） 

第２条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の

公務員の前で、別記様式１（教育職員にあっては別記様式２、警察職員

にあっては別記様式３）による宣誓書に署名しこれを朗読してからでな

ければ、その職務を行ってはならない。ただし、地方公務員法第22条の

４第１項ああああああああああああああああああああああああああの規

定により採用された職員については、この限りでない。 

２ 略 

（職員の服務の宣誓） 

第２条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の

公務員の前で、別記様式１（教育職員にあっては別記様式２、警察職員

にあっては別記様式３）による宣誓書に署名しこれを朗読してからでな

ければ、その職務を行ってはならない。ただし、地方公務員法第28条の

４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１項若しくは第２項の規

定により採用された職員については、この限りでない。 

２ 略 
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改   正   後 改   正   前 

（降給の種類） 

第３条 職員の意に反する降給の種類は、降格（職員の意に反して、当該

職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをい

う。以下同じ。）及び降号（職員の意に反して、当該職員の号給を同一

の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。）並びに法

第28条の２第１項に規定する降給（同項本文の規定による他の職への転

任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類

されている職務を遂行することとなった場合において、降格することを

いう。）とする。 

 

（降給の事由） 

第４条 任命権者は、職員が、降任により現に属する職務の級より同一の

給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった

場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該

職員を降格することができる。 

(1)～(3)？略 

２ 略 

 

（降任、免職、休職及び降給の手続） 

第５条 略 

２ 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載

した書面を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、法第28

条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下「他の職への降任等」

という。）に該当する降任をする場合又は他の職への降任等に伴い降給

をする場合は、この限りでない。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ 略 

 （職員の給与に関する条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対す

る規定の適用） 

２ 職員の給与に関する条例（昭和27年栃木県条例第１号）附則第10項の

（降給の種類） 

第３条 職員の意に反する降給の種類は、降格（職員の意に反して、当該

職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをい

う。以下同じ。）及び降号（職員の意に反して、当該職員の号給を同一

の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。）ああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああとする。 

 

（降給の事由） 

第４条 任命権者は、職員が、降任されたああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該

職員を降格することができる。 

(1)～(3)？略 

２ 略 

 

（降任、免職、休職及び降給の手続） 

第５条 略 

２ 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載

した書面を当該職員に交付して行わなければならない。 

 

 

 

 

附 則 

 

① 略 
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  （職員の懲戒の手続、効果等に関する条例の一部改正） 

第７条 職員の懲戒の手続、効果等に関する条例（昭和26年栃木県条例第45号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（学校職員の分限に関する条例の一部改正） 

第８条 学校職員の分限に関する条例（昭和31年栃木県条例第33号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

規定の適用を受ける職員に対する第３条の規定の適用については、当分

の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに職員の給与に関する条例

（昭和27年栃木県条例第１号）附則第10項の規定による降給とする」と

する。 

３ 第５条第２項の規定は、職員の給与に関する条例附則第10項の規定に

よる降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適

用を受ける職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規

定の適用により給料月額が改定されることとなった旨の通知を行うもの

とする。 

改   正   後 改   正   前 

（減給の効果） 

第４条 減給は、１日以上６月以下の期間、その発令の日に受ける給料及

び地域手当の合計額（法第22条の２第１項第１号に掲げる職員にあって

は、報酬（会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元

年栃木県条例第８号）第３条第２項から第４項までの規定による報酬及

び同条第６項の規定による地域手当に相当する報酬に限る。）の額。以

下「給料等合計額」という。）の10分の１以下を減ずるものとする。こ

の場合において、その減ずる額が現に受ける給料等合計額の10分の１に

相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

（減給の効果） 

第４条 減給は、１日以上６月以下ああああああああああああああ給料及

び地域手当の合計額（法第22条の２第１項第１号に掲げる職員にあって

は、報酬（会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元

年栃木県条例第８号）第３条第２項から第４項までの規定による報酬及

び同条第６項の規定による地域手当に相当する報酬に限る。）の額ああ

あああああああああああああ）の10分の１以下を減ずるものとする。 

改   正   後 改   正   前 

（降給の種類） 

第４条 学校職員の意に反する降給の種類は、降格（学校職員の意に反し

て、当該学校職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更す

ることをいう。以下同じ。）及び降号（学校職員の意に反して、当該学

校職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以

（降給の種類） 

第４条 学校職員の意に反する降給の種類は、降格（学校職員の意に反し

て、当該学校職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更す

ることをいう。以下同じ。）及び降号（学校職員の意に反して、当該学

校職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以
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下同じ。）並びに地方公務員法第28条の２第１項に規定する降給（同項

本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の

給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった

場合において、降格することをいう。）とする。 

 

（降給の事由） 

第５条 任命権者は、学校職員が、降任により現に属する職務の級より同

一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することと 

なった場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する場合において

は、当該学校職員を降格することができる。 

(1)～(3) 略 

２ 略 

 

（降任、免職、休職及び降給の手続） 

第６条 略 

２ 学校職員の意に反する降任、免職、休職又は降給は、任命権者が当該

学校職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。た

だし、地方公務員法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等（以

下「他の職への降任等」という。）に該当する降任をする場合又は他の

職への降任等に伴い降給をする場合は、この限りでない。 

 

   附 則 

１～３ 略 

４ 栃木県公立学校職員給与条例（昭和32年栃木県条例第34号）附則第20

項の規定の適用を受ける職員に対する第４条の規定の適用については、

当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに栃木県公立学校職員

給与条例（昭和32年栃木県条例第34号）附則第20項の規定による降給と

する」とする。 

５ 第６条第２項の規定は、栃木県公立学校職員給与条例附則第20項の規

定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定

の適用を受ける職員には、教育委員会と協議して人事委員会規則で定め

るところにより、同項の規定の適用により給料月額が改定されることと

なった旨の通知を行うものとする。 

下同じ。）あああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああとする。 

 

（降給の事由） 

第５条 任命権者は、学校職員が、降任されたああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああ場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する場合において

は、当該学校職員を降格することができる。 

(1)～(3) 略 

２ 略 

 

（降任、免職、休職及び降給の手続） 

第６条 略 

２ 学校職員の意に反する降任、免職、休職又は降給は、任命権者が当該

学校職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。 

 

 

 

 

   附 則 

１～３ 略 
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（学校職員の懲戒に関する条例の一部改正） 

第９条 学校職員の懲戒に関する条例（昭和31年栃木県条例第34号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（学校職員定数条例の一部改正） 

第10条 学校職員定数条例（昭和32年栃木県条例第29号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例の一部改正） 

第11条 職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例（昭和43年栃木県条例第１号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（減給の効果） 

第５条 減給は、１日以上６月以下の範囲で、その発令の日に受ける給料

の月額（義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関す

る条例（昭和46年栃木県条例第41号）第３条第１項の規定により教職調

整額を支給される職員にあっては、給料の月額に教職調整額の月額を加

算した額）及び地域手当の月額との合計額（学校職員のうち地方公務員

法第22条の２第１項第１号に掲げる職員にあっては、報酬（会計年度任

用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年栃木県条例第10

号）第３条第２項から第４項までの規定による報酬及び同条第６項の規

定による地域手当に相当する報酬に限る。）の額。以下「給料等合計

額」という。）の10分の１以下を減ずるものとする。この場合におい

て、その減ずる額が現に受ける給料等合計額の10分の１に相当する額を

超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

（減給の効果） 

第５条 減給は、１日以上６月以下の範囲で、ああああああああああ給料

の月額（義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関す

る条例（昭和46年栃木県条例第41号）第３条第１項の規定により教職調

整額を支給される職員にあっては、給料の月額に教職調整額の月額を加

算した額）及び地域手当の月額との合計額（学校職員のうち地方公務員

法第22条の２第１項第１号に掲げる職員にあっては、報酬（会計年度任

用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年栃木県条例第10

号）第３条第２項から第４項までの規定による報酬及び同条第６項の規

定による地域手当に相当する報酬に限る。）の額ああああああああああ

ああああああ）の10分の１以下を減ずるものとする。 

改   正   後 改   正   前 

（定数） 

第３条 略 

２ 次に掲げる学校職員は、前項の定数に含まないものとする。 

 (1)～(6) 略 

(7)?非常勤の学校職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条

の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。） 

３ 略 

（定数） 

第３条 略 

２ 次に掲げる学校職員は、前項の定数に含まないものとする。 

 (1)～(6) 略 

(7)?非常勤の学校職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条

の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。） 

３ 略 
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  （外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正） 

第12条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和63年栃木県条例第２号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第13条 職員の育児休業等に関する条例（平成４年栃木県条例第２号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（職員の範囲） 

第２条 この条例で「職員」とは、次に掲げる者をいう。 

(1)?県に勤務する職員のうち、地方公務員法（昭和25年法律第261号）

第３条第２項に規定する一般職に属する者（警察職員を除く。）で、

常時勤務に服することを要するもの及び地方公務員法第22条の４第１

項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 

(2)?略 

（職員の範囲） 

第２条 この条例で「職員」とは、次に掲げる者をいう。 

(1)?県に勤務する職員のうち、地方公務員法（昭和25年法律第261号）

第３条第２項に規定する一般職に属する者（警察職員を除く。）で、

常時勤務に服することを要するもの及び地方公務員法第28条の５第１

項に規定する短時間勤務の職を占めるもの 

(2)?略 

改   正   後 改   正   前 

（職員の派遣） 

第２条 略 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

(1)～(3) 略 

(4)?職員の定年等に関する条例（令和４年栃木県条例第あああ号）第４

条第１項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第

２項の規定により期限を延長することとされている職員 

(5)?略 

（職員の派遣） 

第２条 略 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

(1)～(3) 略 

(4)?職員の定年等に関する条例（昭和59年栃木県条例第２号）ああ第４

条第１項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第

２項の規定により期限を延長することとされている職員 

(5)?略 

改   正   後 改   正   前 

（育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

(1)?略 

（育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

(1)?略 
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(2)?職員の定年等に関する条例（令和４年栃木県条例第あああ号）第４

条第１項又は第２項の規定により引き続いて勤務している職員 

(3)?略 

 

（育児短時間勤務職員についての職員の給与に関する条例の特例） 

第15条 育児短時間勤務をしている職員（育児休業法第17条の規定による

短時間勤務をしている者を含む。以下「育児短時間勤務職員」とい

う。）についての職員の給与に関する条例の規定の適用については、次

の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

略   

第６条第４項及び第

６項 

略 略 

  ああああああああああ

ああ 

第12条第２項第２号 定年前再任用短時間勤

務職員 

略 

第15条第２項及び第

３項 

定年前再任用短時間勤

務職員 

略 

略   

 

（育児短時間勤務職員についての栃木県公立学校職員給与条例の特例） 

第16条 育児短時間勤務職員についての栃木県公立学校職員給与条例（昭

和32年栃木県条例第34号）の規定の適用については、次の表の左欄に掲

げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。  

略   

第７条第４項及び第

６項 

略 略 

  ああああああああああ

あ 

(2)?職員の定年等に関する条例（昭和59年栃木県条例第２号）ああ第４

条第１項又は第２項の規定により引き続いて勤務している職員 

(3)?略 

 

（育児短時間勤務職員についての職員の給与に関する条例の特例） 

第15条 育児短時間勤務をしている職員（育児休業法第17条の規定による

短時間勤務をしている者を含む。以下「育児短時間勤務職員」とい

う。）についての職員の給与に関する条例の規定の適用については、次

の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

略   

第６条第４項及び第

６項 

略 略 

第６条第11項 とする に、算出率を乗じて得

た額とする 

第12条第２項第２号 再任用短時間勤務職員

あああ 

略 

第15条第２項及び第

３項 

再任用短時間勤務職員 略 

略   

 

（育児短時間勤務職員についての栃木県公立学校職員給与条例の特例） 

第16条 育児短時間勤務職員についての栃木県公立学校職員給与条例（昭

和32年栃木県条例第34号）の規定の適用については、次の表の左欄に掲

げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。  

略   

第７条第４項及び第

６項 

略 略 

第７条第11項 とする に、算出率を乗じて得

た額とする 
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第10条の２第２項 定年前再任用短時間勤

務職員 

略 

第10条の２第３項 定年前再任用短時間勤

務職員 

略 

 

（任期付短時間勤務職員についての職員の給与に関する条例の特例） 

第23条 任期付短時間勤務職員についての職員の給与に関する条例の規定

の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

略   

第12条第２項第２号 定年前再任用短時間勤

務職員 

略 

第15条第２項及び第

３項 

定年前再任用短時間勤

務職員 

略 

第21条の３（見出し

を含む。） 

定年前再任用短時間勤

務職員 

略 

 

（任期付短時間勤務職員についての栃木県公立学校職員給与条例の特

例） 

第24条 任期付短時間勤務職員についての栃木県公立学校職員給与条例の

規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

略   

第10条の２第２項 定年前再任用短時間勤

務職員 

略 

第10条の２第３項 定年前再任用短時間勤

務職員 

略 

略   

第13条の２（見出し

を含む。） 

定年前再任用短時間勤

務職員 

略 

 

第10条の２第２項 再任用短時間勤務職員

あああ 

略 

第10条の２第３項 再任用短時間勤務職員

あああ 

略 

 

（任期付短時間勤務職員についての職員の給与に関する条例の特例） 

第23条 任期付短時間勤務職員についての職員の給与に関する条例の規定

の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

略   

第12条第２項第２号 再任用短時間勤務職員

あああ 

略 

第15条第２項及び第

３項 

再任用短時間勤務職員

あああ 

略 

第21条の３（見出し

を含む。） 

再任用職員あああああ

あああ 

略 

 

（任期付短時間勤務職員についての栃木県公立学校職員給与条例の特

例） 

第24条 任期付短時間勤務職員についての栃木県公立学校職員給与条例の

規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

略   

第10条の２第２項 再任用短時間勤務職員

あああ 

略 

第10条の２第３項 再任用短時間勤務職員

あああ 

略 

略   

第13条の２（見出し

を含む。） 

再任用職員あああああ

あ 

略 
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（部分休業をすることができない職員） 

第25条 育児休業法第19条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

(1)?略 

(2)?勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事委員会規則

で定める非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法第22条の４第１

項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「短時間勤務職員あ

あああ」という。）を除く。） 

 

（部分休業の承認） 

第26条 部分休業の承認は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

第６条の２第１項及び学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条

例第６条の２第１項に規定する正規の勤務時間（非常勤職員（短時間勤

務職員ああああを除く。以下同じ。）にあっては、当該非常勤職員につ

いて定められた勤務時間）の始め又は終わりにおいて、30分を単位とし

て行うものとする。 

２・３ 略 

 

   附 則 

第３条 略 

 

 （職員の給与に関する条例附則第10項が適用される育児短時間勤務職員

に関する読替え） 

第４条 育児短時間勤務職員に対する職員の給与に関する条例附則第10項

の規定の適用については、同項中「）とする」とあるのは、「）に、勤

務時間等条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を

同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」

とする。 

 

 （栃木県公立学校職員給与条例附則第20項が適用される育児短時間勤務

職員に関する読替え） 

第５条 育児短時間勤務職員に対する栃木県公立学校職員給与条例附則第

20項の規定の適用については、同項中「）とする」とあるのは、「）

に、勤務時間等条例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務

（部分休業をすることができない職員） 

第25条 育児休業法第19条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

(1)?略 

(2)?勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事委員会規則

で定める非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法第28条の５第１

項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務

職員等」という。）を除く。） 

 

（部分休業の承認） 

第26条 部分休業の承認は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

第６条の２第１項及び学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条

例第６条の２第１項に規定する正規の勤務時間（非常勤職員（再任用短

時間勤務職員等を除く。以下同じ。）にあっては、当該非常勤職員につ

いて定められた勤務時間）の始め又は終わりにおいて、30分を単位とし

て行うものとする。 

２・３ 略 

 

附 則 

第３条 略 
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  （職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正） 

第14条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年栃木県条例第１号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額と

する」とする。 

改   正   後 改   正   前 

（１週間の勤務時間） 

第２条 略 

２ 略 

３ 地方公務員法第22条の４第１項あああああああああああああああああ

ああああああああああああの規定により採用された職員あああああああ

ああああああああああああああああああああああ（以下「定年前再任用

短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第１項の規定にかかわら

ず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり15時間

30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

４・５ 略 

 

（週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をい

う。以下同じ。）とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等

については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの

日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けるもの

とし、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員

等については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日

間において、週休日を設けることができる。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７

時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職

員等については、１週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の

内容に従い１日につき７時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振

るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤

務職員等については、１週間ごとの期間について、１日につき７時間45

分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 

（１週間の勤務時間） 

第２条 略 

２ 略 

３ 地方公務員法第28条の４第１項若しくは第28条の５第１項又は第28条

の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員で同法第28条の

５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの（以下「再任用短時間

勤務職員あああ」という。）の勤務時間は、第１項の規定にかかわら

ず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり15時間

30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

４・５ 略 

 

（週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をい

う。以下同じ。）とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等

については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの

日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けるもの

とし、再任用短時間勤務職員あああ及び特定業務任期付短時間勤務職員

等については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日

間において、週休日を設けることができる。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７

時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職

員等については、１週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の

内容に従い１日につき７時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振

るものとし、再任用短時間勤務職員あああ及び特定業務任期付短時間勤

務職員等については、１週間ごとの期間について、１日につき７時間45

分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 

79　　



                                                                   80  

３ 略 

 

第４条 略 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める

場合には、人事委員会規則の定めるところにより、４週間ごとの期間に

つき８日の週休日（育児短時間勤務職員等にあっては８日以上で当該育

児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及

び特定業務任期付短時間勤務職員等にあっては８日以上の週休日）を設

けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要

（育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容）に

より４週間ごとの期間につき８日（育児短時間勤務職員等、定年前再任

用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等にあっては、８

日以上）の週休日を設けることが困難である職員について、人事委員会

と協議して、人事委員会規則の定めるところにより、４週間を超えない

期間につき１週間当たり１日以上の割合で週休日（育児短時間勤務職員

等にあっては、４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割

合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日）を設ける場合には、

この限りでない。 

 

（年次休暇） 

第11条 年次休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の

年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げ

る日数とする。 

(1)?次号及び第３号に掲げる職員以外の職員？20日（育児短時間勤務職

員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職

員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内

で人事委員会規則で定める日数） 

(2)・(3) 略 

２・３ 略 

 

（臨時的に任用された職員等の勤務時間等の特例） 

第17条 臨時的に任用された職員及び非常勤職員（定年前再任用短時間勤

務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員等を除く。）の勤務時間、休

日及び休暇については、第２条から前条までの規定にかかわらず、その

３ 略 

 

第４条 略 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める

場合には、人事委員会規則の定めるところにより、４週間ごとの期間に

つき８日の週休日（育児短時間勤務職員等にあっては８日以上で当該育

児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員あああ及

び特定業務任期付短時間勤務職員等にあっては８日以上の週休日）を設

けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要

（育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容）に

より４週間ごとの期間につき８日（育児短時間勤務職員等、再任用短時

間勤務職員あああ及び特定業務任期付短時間勤務職員等にあっては、８

日以上）の週休日を設けることが困難である職員について、人事委員会

と協議して、人事委員会規則の定めるところにより、４週間を超えない

期間につき１週間当たり１日以上の割合で週休日（育児短時間勤務職員

等にあっては、４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割

合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日）を設ける場合には、

この限りでない。 

 

（年次休暇） 

第11条 年次休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の

年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げ

る日数とする。 

(1)?次号及び第３号に掲げる職員以外の職員？20日（育児短時間勤務職

員等、再任用短時間勤務職員あああ及び特定業務任期付短時間勤務職

員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内

で人事委員会規則で定める日数） 

(2)・(3) 略 

２・３ 略 

 

（臨時的に任用された職員等の勤務時間等の特例） 

第17条 臨時的に任用された職員及び非常勤職員（再任用短時間勤務職員

あああ及び特定業務任期付短時間勤務職員等を除く。）の勤務時間、休

日及び休暇については、第２条から前条までの規定にかかわらず、その
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（学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

第15条 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（平成７年栃木県条例第５号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

職務の性質等を考慮した上で、任命権者が別に定めることができる。 職務の性質等を考慮した上で、任命権者が別に定めることができる。 

改   正   後 改   正   前 

（１週間の勤務時間） 

第２条 略 

２ 略 

３ 地方公務員法第22条の４第１項あああああああああああああああああ

ああああああああああああの規定により採用された職員あああああああ

ああああああああああああああああああああああ（以下「定年前再任用

短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第１項の規定にかかわら

ず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり15時間

30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

４・５ 略 

 

（週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をい

う。以下同じ。）とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等

については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの

日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けるもの

とし、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職員

等については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日

間において、週休日を設けることができる。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７

時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職

員等については、１週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の

内容に従い１日につき７時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振

るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤

務職員等については、１週間ごとの期間について、１日につき７時間45

分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 

 

（１週間の勤務時間） 

第２条 略 

２ 略 

３ 地方公務員法第28条の４第１項若しくは第28条の５第１項又は第28条

の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員で同法第28条の

５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの（以下「再任用短時間

勤務職員あああ」という。）の勤務時間は、第１項の規定にかかわら

ず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり15時間

30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

４・５ 略 

 

（週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をい

う。以下同じ。）とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等

については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの

日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けるもの

とし、再任用短時間勤務職員あああ及び特定業務任期付短時間勤務職員

等については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日

間において、週休日を設けることができる。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７

時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職

員等については、１週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の

内容に従い１日につき７時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振

るものとし、再任用短時間勤務職員あああ及び特定業務任期付短時間勤

務職員等については、１週間ごとの期間について、１日につき７時間45

分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 
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  （公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第16条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成13年栃木県条例第43号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（年次休暇） 

第11条 年次休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の

年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げ

る日数とする。 

(1)?次号及び第３号に掲げる職員以外の職員？20日（育児短時間勤務職

員等、定年前再任用短時間勤務職員及び特定業務任期付短時間勤務職

員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内

で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める日数） 

(2)・(3) 略 

２・３ 略 

 

（勤務時間等の特例） 

第16条 略 

２ 臨時的に任用された職員及び非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職

員及び特定業務任期付短時間勤務職員等を除く。）の勤務時間その他の

勤務条件については、第２条から前条までの規定にかかわらず、その職

務の性質等を考慮した上で、任命権者が別に定めることができる。 

（年次休暇） 

第11条 年次休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の

年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げ

る日数とする。 

(1)?次号及び第３号に掲げる職員以外の職員？20日（育児短時間勤務職

員等、再任用短時間勤務職員あああ及び特定業務任期付短時間勤務職

員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内

で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める日数） 

(2)・(3) 略 

２・３ 略 

 

（勤務時間等の特例） 

第16条 略 

２ 臨時的に任用された職員及び非常勤職員（再任用短時間勤務職員ああ

あ及び特定業務任期付短時間勤務職員等を除く。）の勤務時間その他の

勤務条件については、第２条から前条までの規定にかかわらず、その職

務の性質等を考慮した上で、任命権者が別に定めることができる。 

改   正   後 改   正   前 

（職員の派遣） 

第２条 略 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

(1)?臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用され

る職員ああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああ 

 (2)?略 

(3)?地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条に規定する条件付採

用になっている職員（人事委員会規則で定める職員を除く。） 

(4)?職員の定年等に関する条例（令和４年栃木県条例第あああ号）第４

（職員の派遣） 

第２条 略 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

(1)?臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用され

る職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の４第１項又

は第28条の６第１項の規定により採用される職員を除く。） 

 (2)?略 

(3)?地方公務員法あああああ?ああああああ第22条に規定する条件付採

用になっている職員（人事委員会規則で定める職員を除く。） 

(4)?職員の定年等に関する条例（昭和59年栃木県条例第２号）ああ第４
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  （栃木県警察職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例の一部改正） 

第17条 栃木県警察職員に対する特別褒賞金の授与に関する条例（平成14年栃木県条例第36号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第18条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成16年栃木県条例第３号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

条第１項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第

２項の規定により期限を延長することとされている職員 

(5)?略 

３ 略 

条第１項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第

２項の規定により期限を延長することとされている職員 

(5)?略 

３ 略 

改   正   後 改   正   前 

（趣旨） 

第１条 この条例は、警察法（昭和29年法律第162号）第55条第１項の職

員で、常時勤務に服することを要するもの及び地方公務員法（昭和25年

法律第261号）第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占めるも

の（以下「職員」という。）に対する特別褒賞金の授与に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、警察法（昭和29年法律第162号）第55条第１項の職

員で、常時勤務に服することを要するもの及び地方公務員法（昭和25年

法律第261号）第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるも

の（以下「職員」という。）に対する特別褒賞金の授与に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

改   正   後 改   正   前 

第10条 略 

２ 特定業務任期付短時間勤務職員に対する職員の給与条例第６条第３

項、第４項、第６項及び第７項、第12条第２項並びに第15条第２項及び

第３項の規定の適用については、職員の給与条例第６条第３項中「決定

する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の

受ける号給に応じた額に、勤務時間等条例第２条第４項の規定により定

められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得

た数（以下「算出率」という。）を乗じて得た額とする」と、同条第４

項、第６項及び第７項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、

その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じ

て得た額とする」と、職員の給与条例第12条第２項中「定年前再任用短

時間勤務職員」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（平成16年栃木県条例第３号）第４条の規定により任期を定めて採用さ

第10条 略 

２ 特定業務任期付短時間勤務職員に対する職員の給与条例第６条第３

項、第４項、第６項及び第７項、第12条第２項並びに第15条第２項及び

第３項の規定の適用については、職員の給与条例第６条第３項中「決定

する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の

受ける号給に応じた額に、勤務時間等条例第２条第４項の規定により定

められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得

た数（以下「算出率」という。）を乗じて得た額とする」と、同条第４

項、第６項及び第７項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、

その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じ

て得た額とする」と、職員の給与条例第12条第２項中「再任用短時間勤

務職員あああ」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（平成16年栃木県条例第３号）第４条の規定により任期を定めて採用さ
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  （職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正） 

第19条 職員の高齢者部分休業に関する条例（平成16年栃木県条例第47号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

れた短時間勤務職員（以下「特定業務任期付短時間勤務職員」とい

う。）」と、職員の給与条例第15条第２項及び第３項中「定年前再任用

短時間勤務職員」とあるのは「特定業務任期付短時間勤務職員」とす

る。 

３ 特定業務任期付短時間勤務職員に対する学校職員給与条例第７条第３

項、第４項、第６項及び第７項、第10条の２第２項及び第３項並びに第

12条（見出しを含む。）の規定の適用については、学校職員給与条例第

７条第３項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給

料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間等条例第２条第

４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する

勤務時間で除して得た数（以下「算出率」という。）を乗じて得た額と

する」と、同条第４項、第６項及び第７項中「決定する」とあるのは

「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じ

た額に、算出率を乗じて得た額とする」と、学校職員給与条例第10条の

２第２項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「一般職の任期

付職員の採用等に関する条例（平成16年栃木県条例第３号）第４条の規

定により任期を定めて採用された短時間勤務職員（次項において「特定

業務任期付短時間勤務職員」という。）」と、同条第３項中「定年前再

任用短時間勤務職員」とあるのは「特定業務任期付短時間勤務職員」

と、学校職員給与条例第12条（見出しを含む。）中「扶養手当、地域手

当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷

地手当」とあるのは「地域手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当及

び勤勉手当」とする。 

れた短時間勤務職員（以下「特定業務任期付短時間勤務職員」とい

う。）」と、職員の給与条例第15条第２項及び第３項中「再任用短時間

勤務職員あああ」とあるのは「特定業務任期付短時間勤務職員」とす

る。 

３ 特定業務任期付短時間勤務職員に対する学校職員給与条例第７条第３

項、第４項、第６項及び第７項、第10条の２第２項及び第３項並びに第

12条（見出しを含む。）の規定の適用については、学校職員給与条例第

７条第３項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給

料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間等条例第２条第

４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する

勤務時間で除して得た数（以下「算出率」という。）を乗じて得た額と

する」と、同条第４項、第６項及び第７項中「決定する」とあるのは

「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じ

た額に、算出率を乗じて得た額とする」と、学校職員給与条例第10条の

２第２項中「再任用短時間勤務職員あああ」とあるのは「一般職の任期

付職員の採用等に関する条例（平成16年栃木県条例第３号）第４条の規

定により任期を定めて採用された短時間勤務職員（次項において「特定

業務任期付短時間勤務職員」という。）」と、同条第３項中「再任用短

時間勤務職員あああ」とあるのは「特定業務任期付短時間勤務職員」

と、学校職員給与条例第12条（見出しを含む。）中「扶養手当、地域手

当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷

地手当」とあるのは「地域手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当及

び勤勉手当」とする。 

改   正   後 改   正   前 

（高齢者部分休業の承認） 

第２条 任命権者は、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により

任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。）が申

請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職

員が、第３項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の４月１

（高齢者部分休業の承認） 

第２条 任命権者は、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により

任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。）が申

請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職

員が、第３項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の４月１

84　　



                                                                   85  

  （栃木県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第20条 栃木県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年栃木県条例第３号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （職員の再任用に関する条例の廃止） 

 第21条 職員の再任用に関する条例（平成13年栃木県条例第２号）は、廃止する。 

    附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第４条中職員の退職手当に関する条例第12条の改正規定、同条例附則第27項の改正規 

定（「附則第11条」を「附則第13条」に改める部分に限る。）及び同条例附則第31項の改正規定（「平成34年３月31日」を「令和７年３月31日」に 

日以後の日で、当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職

日（職員の定年等に関する条例（令和４年栃木県条例第あああ号）第２

条に規定する定年退職日をいう。）までの期間中、１週間の勤務時間の

一部について勤務しないこと（以下「高齢者部分休業」という。）を承

認することができる。 

２ 略 

３ 地方公務員法第26条の３第１項の条例で定める年齢は、職員の定年等

に関する条例第３条に規定する定年から10年を減じた年齢とする。 

日以後の日で、当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職

日（職員の定年等に関する条例（昭和59年栃木県条例第２号）ああ第２

条に規定する定年退職日をいう。）までの期間中、１週間の勤務時間の

一部について勤務しないこと（以下「高齢者部分休業」という。）を承

認することができる。 

２ 略 

３ 地方公務員法第26条の３第１項の条例で定める年齢は、職員の定年等

に関する条例第３条に規定する定年から５年を減じた年齢とする。 

改   正   後 改   正   前 

（任命権者の人事行政の運営状況の報告） 

第２条 略 

２ 前項の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、次に掲

げる事項とする。 

(1)?職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（地方公務員法第22

条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条

の２第１項第２号に掲げる職員を除く。）を除く。以下同じ。）の任

用の状況 

 (2)～(10)?略 

 

（公表） 

第４条 略 

２ 前項の規定による公表は、栃木県公報への掲載、インターネットの利

用その他の知事が適当と認める方法により行うものとする。 

（任命権者の人事行政の運営状況の報告） 

第２条 略 

２ 前項の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、次に掲

げる事項とする。 

(1)?職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（地方公務員法第28

条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条

の２第１項第２号に掲げる職員を除く。）を除く。以下同じ。）の任

用の状況 

 (2)～(10)?略 

 

（公表） 

第４条 略 

２ 前項の規定による公表は、栃木県公報への掲載、インターネットの利

用その他あ知事が適当と認める方法により行うものとする。 
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改める部分に限る。）並びに附則第５条第２項及び第３項並びに第11条の規定は、公布の日から施行する。 

  （職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

 第２条 第１条の規定による改正後の職員の給与に関する条例（以下「新給与条例」という。）附則第10項から第20項までの規定は、地方公務員法の 

  一部を改正する法律（令和３年法律第63号。以下「改正法」という。）附則第３条第５項又は第６項の規定により勤務している職員には適用しな 

い。 

 ２ 暫定再任用職員（改正法附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を改正法附則第９条第３項の規定によ 

  り読み替えて適用する場合を含む。）の規定により採用された職員をいう。以下同じ。）（暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法（昭和25年法 

  律第261号）第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。以下同じ。）を除く。以下この項及び次項において同 

じ。）の給料月額は、当該暫定再任用職員が同条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。） 

であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第５条第２項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月 

額のうち、同条例第６条第２項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

 ３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第10条第１項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項 

  の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第２条第２項の規定により定められた 

当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。 

 ４ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員 

の給与に関する条例第５条第２項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第６条第２項の規定に 

より当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第２条第３項又は第５項の規定に 

より定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

 ５ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第12条第２項、第15条第２項及び第３項並びに附則第５項の 

規定を適用する。 

 ６ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第３項の規定を適用する。 

 ７ 新給与条例第20条の４第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算 

定に係る同項の規定の適用については、同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法 

の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員（次 

号において「暫定再任用職員」という。）」と、同項第２号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定 

再任用職員」とする。 

 ８ 職員の給与に関する条例第６条第３項、第６項及び第８項から第10項まで、第９条の３から第11条まで、第11条の３から第11条の５まで、第13条 

の２、第13条の３並びに第21条並びに新給与条例第６条第４項、第５項及び第７項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

 ９ 第２項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

  （栃木県公立学校職員給与条例の一部改正に伴う経過措置） 

 第３条 第２条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例（以下「新学校給与条例」という。）附則第20項から第27項までの規定は、改正法 

附則第３条第５項又は第６項の規定により勤務している職員には適用しない。 

 ２ 暫定再任用職員（暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。）の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短 

時間勤務職員であるものとした場合に適用される栃木県公立学校職員給与条例第６条第２項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に 
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掲げる基準給料月額のうち、同条例第７条第２項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

 ３ 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第１項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、 

同項中「とする」とあるのは、「に、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第２条第２項の規定により定められた当該暫定再任用職員 

の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。 

 ４ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される栃木 

県公立学校職員給与条例第６条第２項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第７条第２項の規 

定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第２条第３項又は第５ 

項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

 ５ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新学校給与条例第10条の２第２項及び第３項の規定を適用する。 

 ６ 栃木県公立学校職員給与条例第７条第３項、第４項、第６項及び第８項から第10項まで、第８条の３、第９条の２並びに第９条の３並びに新学校 

  給与条例第７条第５項及び第７項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

 ７ 第２項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定め 

る。 

  （栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

 第４条 栃木県企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第５条、第６条、第６条の３、第８条の２、第８条の３、第13条及び第16条の規定 

は、暫定再任用職員には適用しない。 

 ２ 前項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者の権限を行う知事が定める。 

 （職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第５条 暫定再任用職員に対する第４条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例（以下「新退職手当条例」という。）第２条第１項の規定 

の適用については、同項中「（以下「職員」という。）」とあるのは、「（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）附則第４条 

第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の 

規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。）」とする。 

２ 新退職手当条例第12条第４項の規定は、令和４年７月１日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の人事委員会規則 

 で定める職員に該当するに至った者について適用する。 

３ 新退職手当条例附則第16項の規定は、退職職員（退職した新退職手当条例第２条第１項に規定する職員をいう。）であって職員の退職手当に関す 

る条例第12条第１項第２号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保 

険法（昭和49年法律第116号）の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第３項の退職手当 

の支給を受け終わった日が令和４年４月１日以後であるものについて適用する。 

 （職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第６条 暫定再任用職員は、地方公務員法第22条の４第１項の規定により採用された職員とみなして、第５条の規定による改正後の職員の服務の宣誓 

に関する条例第２条第１項の規定を適用する。 

 （職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第７条 暫定再任用短時間勤務職員は、地方公務員法第22条の４第１項の規定により採用された職員とみなして、第14条の規定による改正後の職員の 

勤務時間、休日及び休暇に関する条例第２条第３項、第３条第１項及び第２項、第４条第２項、第11条第１項並びに第17条の規定を適用する。 
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（学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第８条 暫定再任用短時間勤務職員は、地方公務員法第22条の４第１項の規定により採用された職員とみなして、第15条の規定による改正後の学校職 

員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第２条第３項、第３条、第11条第１項及び第16条第２項の規定を適用する。 

 （公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第９条 暫定再任用職員に対する第16条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第２条第２項の規定の適用については、同 

項第１号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63 

号）附則第４条第１項又は第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により採用される 

職員を除く。）」とする。 

 （職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第10条 令和５年４月１日から令和13年３月31日までの間における第19条の規定による改正後の職員の高齢者部分休業に関する条例第２条第３項の規 

定の適用については、同項中「規定する定年」とあるのは「規定する定年（退職の日において定められている当該職員に係る定年に達する日が令和 

５年４月１日から令和13年３月31日までの間である場合においては、同条例附則第２条第１項（同条例第３条第２項に規定する者にあっては、同条 

例附則第２条第２項）の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。）」とするほか、次の表の左欄に掲げる期 

間の区分に応じ、同項中「10年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月31日まで ６年 

令和７年４月１日から令和９年３月31日まで ７年 

令和９年４月１日から令和11年３月31日まで ８年 

令和11年４月１日から令和13年３月31日まで ９年 

 （人事委員会規則への委任） 

第11条 附則第２条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

 （職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第12条 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和48年栃木県条例第32号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

   附 則 

１～４ 略 

５ 適用日に在職する職員（適用日に改正前の職員の退職手当に関する条

例（以下「旧条例」という。）第９条の２第１項に規定する公庫等職員

（以下「指定法人職員」という。）として在職する者のうち、適用日前

に職員から引き続いて指定法人職員となった者又は適用日に職員以外の

地方公務員等として在職する者で、指定法人職員又は職員以外の地方公

務員等として在職した後引き続いて職員となったものを含む。次項及び

附則第７項において同じ。）のうち、適用日以後に職員の退職手当に関

   附 則 

１～４ 略 

５ 適用日に在職する職員（適用日に改正前の職員の退職手当に関する条

例（以下「旧条例」という。）第９条の２第１項に規定する公庫等職員

（以下「指定法人職員」という。）として在職する者のうち、適用日前

に職員から引き続いて指定法人職員となった者又は適用日に職員以外の

地方公務員等として在職する者で、指定法人職員又は職員以外の地方公

務員等として在職した後引き続いて職員となったものを含む。次項及び

附則第７項において同じ。）のうち、適用日以後に新条例ああああああ
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する条例第３条から第５条まで又は附則第17項若しくは第18項の規定に

該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退

職手当の基本額は、当分の間、同条例第３条から第５条の３の２まで及

び附則第17項から第25項までの規定により計算した額にそれぞれ100分

の83.7を乗じて得た額とする。 

６ 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に職員の退職手当に関する

条例第３条第１項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36

年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同

項、同条例あ第５条の２（同条例第５条の３の２において読み替えて準

用する場合を含む。）並びに附則第20項及び第21項の規定により計算し

た額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。 

７ 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に職員の退職手当に関する

条例第５条又は附則第18項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続

期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者

の勤続期間を35年として附則第５項の規定により計算して得られる額と

する。 

８ 条例第52号附則第２項の規定の適用を受ける職員で附則第５項から前

項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、職員の退職手当

に関する条例第２条の３から第５条の３の２まで及び第５条の６から第

５条の10まで、条例第52号附則第２項並びにこの条例附則第５項から前

項まで又は附則第16項の規定にかかわらず、その者につき条例第32号に

よる改正前の職員の退職手当に関する条例の規定により計算した退職手

当の額と職員の退職手当に関する条例及び附則第５項から前項まで又は

附則第16項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とす

る。 

９～13 略 

14 附則第９項に規定する者又は附則第11項の規定に該当する者が適用日

以後に退職した場合におけるその者に対する職員の退職手当に関する条

例第２条の３及び第５条の10の規定による退職手当の額は、同条例第２

条の３から第５条の３の２まで及び第５条の６から第５条の10まで、条

例第52号附則第２項並びにこの条例附則第５項から附則第８項までの規

定にかかわらず、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得

た額（その控除して得た額が、その者につき旧条例及び条例第52号附則

第２項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるとき

ああああ第３条から第５条までああああああああああああああの規定に

該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退

職手当の基本額は、当分の間、新条例第３条から第５条の３ああまであ

あああああああああああああの規定により計算した額にそれぞれ100分

の83.7を乗じて得た額とする。 

６ 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例ああああああああ

ああ第３条第１項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36 

年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同 

項又は新条例第５条の２あああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああの規定により計算し

た額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。 

７ 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例ああああああああ

ああ第５条あああああああの規定に該当する退職をし、かつ、その勤続

期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者

の勤続期間を35年として附則第５項の規定により計算して得られる額と

する。 

８ 条例第52号附則第２項の規定の適用を受ける職員で附則第５項から前

項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、新条例ああああ

ああああああ第２条の３から第５条の３ああまで及び第５条の６から第

５条の10まで、条例第52号附則第２項並びにこの条例附則第５項から前

項まで又は附則第16項の規定にかかわらず、その者につき条例第32号に

よる改正前の職員の退職手当に関する条例の規定により計算した退職手

当の額と新条例ああああああああああ及び附則第５項から前項まで又は

附則第16項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とす

る。 

９～13 略 

14 附則第９項に規定する者又は附則第11項の規定に該当する者が適用日

以後に退職した場合におけるその者に対する新条例あああああああああ

あ第２条の３及び第５条の10の規定による退職手当の額は、新条例第２

条の３から第５条の３ああまで及び第５条の６から第５条の10まで、条

例第52号附則第２項並びにこの条例附則第５項から附則第８項までの規

定にかかわらず、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得

た額（その控除して得た額が、その者につき旧条例及び条例第52号附則

第２項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるとき
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  （職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第13条 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例（平成15年栃木県条例第59号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第14条 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成18年栃木県条例第12号）の一部を次のように改正する。  

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

は、これらの規定を適用して計算した額）とする。 

(1)?職員の退職手当に関する条例第２条の３から第５条の３の２まで及

び第５条の６から第５条の10まで、条例第52号附則第２項並びにこの

条例附則第５項から附則第８項までの規定により計算した額 

(2)?略 

15～39 略 

は、これらの規定を適用して計算した額）とする。 

(1)?新条例ああああああああああ第２条の３から第５条の３ああまで及

び第５条の６から第５条の10まで、条例第52号附則第２項並びにこの

条例附則第５項から附則第８項までの規定により計算した額 

(2)?略 

15～39 略 

改   正   後 改   正   前 

附 則 

１～11 略 

12 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で職員の退職手当に

関する条例第３条第１項の規定に該当する退職をしたものに対する退職

手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第５条の規

定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年とし

て同条例附則第８項の規定の例により計算して得られる額とする。 

13 略 

附 則 

１～11 略 

12 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で新条例あああああ

あああああ第３条第１項の規定に該当する退職をしたものに対する退職

手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が新条例第５条の規

定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年とし

て新条例附則第24項の規定の例により計算して得られる額とする。 

13 略 

改   正   後 改   正   前 

   附 則 

（経過措置） 

第２条 職員が新制度適用職員（職員であって、その者がこの条例の施行

の日（以下「施行日」という。）以後に退職することにより職員の退職

手当に関する条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者を

いう。以下同じ。）として退職した場合において、その者が施行日の前

日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、そ

の者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、こ

の条例による改正前の職員の退職手当に関する条例（以下この項におい

   附 則 

（経過措置） 

第２条 職員が新制度適用職員（職員であって、その者がこの条例の施行

の日（以下「施行日」という。）以後に退職することにより職員の退職

手当に関する条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者を

いう。以下同じ。）として退職した場合において、その者が施行日の前

日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、そ

の者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、こ

の条例による改正前の職員の退職手当に関する条例（以下この項におい
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て「旧条例」という。）第３条から第５条の２まで、第５条の５及び附

則第24項から第26項までの規定、附則第８条の規定による改正前の職員

の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和48年栃木県条例第

32号）附則第５項から第７項までの規定並びに附則第９条の規定による

改正前の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例（平成15

年栃木県条例第59号）附則第12項の規定により計算した額（当該勤続期

間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の

都合により又は通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職し

たものにあっては、その者が旧条例第５条の規定に該当する退職をした

ものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第

24項の規定の例により計算して得られる額）にそれぞれ100分の83.7

（当該勤続期間が20年以上の者（42年以下の者で傷病又は死亡によらず

にその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤に

よる傷病以外の公務によらない傷病により退職したものを除く。）に 

あっては、104分の83.7）を乗じて得た額が、職員の退職手当に関する

条例第２条の３から第５条の３の２まで及び第５条の６から第５条の10

まで並びに附則第８項から第10項までの規定、職員の退職手当に関する

条例の一部を改正する条例（昭和48年栃木県条例第32号）附則第５項か

ら第７項までの規定、職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する

条例（平成15年栃木県条例第59号）附則第12項の規定並びに附則第４条

及び第５条の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これ

らの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれら

の規定による退職手当の額とする。 

２ 略 

て「旧条例」という。）第３条から第５条の２まで、第５条の５及び附

則第24項から第26項までの規定、附則第８条の規定による改正前の職員

の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和48年栃木県条例第

32号）附則第５項から第７項までの規定並びに附則第９条の規定による

改正前の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例（平成15

年栃木県条例第59号）附則第12項の規定により計算した額（当該勤続期

間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の

都合により又は通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職し

たものにあっては、その者が旧条例第５条の規定に該当する退職をした

ものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第

24項の規定の例により計算して得られる額）にそれぞれ100分の83.7

（当該勤続期間が20年以上の者（42年以下の者で傷病又は死亡によらず

にその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤に

よる傷病以外の公務によらない傷病により退職したものを除く。）に 

あっては、104分の83.7）を乗じて得た額が、職員の退職手当に関する

条例第２条の３から第５条の３ああまで及び第５条の６から第５条の10

まで並びに附則第24項から第26項までの規定、職員の退職手当に関する

条例の一部を改正する条例（昭和48年栃木県条例第32号）附則第５項か

ら第７項までの規定、職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する

条例（平成15年栃木県条例第59号）附則第12項の規定並びに附則第４条

及び第５条の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これ

らの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれら

の規定による退職手当の額とする。 

２ 略 
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 第７号議案 
 

    職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 
 

  職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

職員の育児休業等に関する条例（平成４年栃木県条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

(1)・(2)？略 

(3)?非常勤職員であって、次のいずれかに該当するものあああ以外の非

常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(ｱ)?その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をい

う。以下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６か月到

達日」という。）（当該子の出生の日から第３条の２に規定する

期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日

から６月を経過する日、第２条の４に規定する場合に該当する場

合にあっては当該子が２歳に達する日）までに、その任期（任期

が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及

び引き続いて任命権者を同じくする職（以下「特定職」とい

う。）に採用されないことが明らかでない非常勤職員 

(ｲ)?略 

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

(ｱ)?その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」とい

う。）（当該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲

（育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。 

(1)・(2)？略 

(3)?ああああああああああ次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非

常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(ｱ)?その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をい

う。以下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６か月到

達日」という。）（ああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああ第２条の４に規定する場合に該当する場

合にあっては、２歳あああに達する日）までに、その任期（任期

が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及

び引き続いて任命権者を同じくする職（以下「特定職」とい

う。）に採用されないことが明らかでない非常勤職員 

(ｲ)?略 

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育

する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）（当該子

について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が
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げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。

以下(ｱ)において同じ。）において育児休業をしている非常勤職

員であって、同条第３号に掲げる場合に該当して当該子の１歳到

達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとす

るもの 

(ｲ)?その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をして

いる場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後

引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る

子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を

育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの 

 

 

 

 

 

 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

(1)・(2)？略 

 (3)?１歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次

に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの号に掲

げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第３条第７号に

掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、

人事委員会が定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合

に該当する場合）あああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああ

当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた

日）において育児休業をしている非常勤職員に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしてい

る非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期

が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用される

ことに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日

を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの 

 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

(1)・(2)？略 

(3)?１歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員

が当該子の１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる

場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲

げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業

の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当

該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいず

れかの日））の翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に

掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする

育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は

当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当

該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期

間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場
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あああああああああああああ 当該子の１歳６か月到達日 

  ア？当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に

掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が

同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶

者育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日

とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なる

ときは、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者がこの号に掲げ

る場合又はこれに相当する場合に該当して配偶者育児休業をする場

合にあっては、当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日の翌日

以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする

場合 

イ？当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非

常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末

日とされた日）において育児休業をしている場合又は当該非常勤職

員の配偶者が当該子の１歳到達日（当該配偶者が同号に掲げる場合

又はこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末

日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該

末日とされた日）において配偶者育児休業をしている場合 

ウ 略 

  エ？当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非

常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末

日とされた日）後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育

児休業をしたことがない場合 

 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４？育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月

から２歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる

場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの条に規定する場合

に該当して育児休業をしている場合であって次条第７号に掲げる事情に

該当するときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、人事委

員会が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当

合のいずれにも該当するとき 当該子の１歳６か月到達日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア？当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非

常勤職員があああああああああああああする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末

日とされた日）において育児休業をしている場合又は当該非常勤職

員の配偶者が当該子の１歳到達日（当該配偶者がああああああああ

ああああああああああああああああする配偶者育児休業の期間の末

日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該

末日とされた日）において配偶者育児休業をしている場合 

イ 略 

   

 

 

 

 

 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４？育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月

から２歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳

６か月到達日の翌日（当該子の１歳６か月到達日後の期間においてこの

条に規定する場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日と

する育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又

は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当
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する場合）あああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああとする。 

 (1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職

員の配偶者がこの条に規定する場合に該当し、又はこれに相当する場

合に該当して配偶者育児休業をする場合にあっては、当該配偶者育児

休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初

日とする育児休業をしようとする場合 

(2)・(3)？略 

 (4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の

期間においてこの条に規定する場合に該当して育児休業をしたことが

ない場合 

 

 

 

 

 

 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、

次に掲げる事情とする。 

(1)～(4)？略 

 

 

 

 

 

(5)・(6)？略 

 (7)?任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業

の期間の末日とする育児休業をしているものあああがあああああああ

ああああああああ、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き

続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子につい

て、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用のああああああ日を

育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。 

該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間

の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合の

いずれにも該当するときとする。 

 

 

 

 

 

(1)・(2)？略 

 

 

 

 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める期間） 

第２条の５ 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める期間は、育

児休業に係る子の出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日まで

の期間とする。 

 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、

次に掲げる事情とする。 

(1)～(4)？略 

(5)?育児休業（この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る

子について既にしたものを除く。以下この号において同じ。）の終了

後、３月以上の期間を経過したこと（当該育児休業をした職員が、当

該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための

計画について任命権者に申し出た場合に限る。）。 

(6)・(7)？略 

 (8)?そのああああああああああああああああああ任期の末日を育児休業

の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業

に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特

定職に引き続き採用されることに伴い、当該あああああああああああ

ああああああああ任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を

育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。 
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附 則 

 １ この条例は、令和４年10月１日から施行する。 

 ２ この条例の施行の日前に改正前の第３条第５号の規定により育児休業に係る子を養育するための計画について申し出た職員に対する改正前の同条 

（第５号に係る部分に限る。）の規定の適用については、なお従前の例による。 

 

（育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間は、育児

休業に係る子の出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日までの

期間とする。 
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 第８号議案 
 

    栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について 
 

  栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 

栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成11年栃木県条例第31号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

別表第１（第２条、第３条関係） 

１～18 略  

18の２ 児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下この

項において「法」という。）及び児童福祉法施行規則

（昭和23年厚生省令第11号。以下この項において「省

令」という。）に基づく事務のうち、次に掲げるもの

（第１号から第８号まで及び第13号に掲げる事務に

あっては、法第６条の３第９項から第12項まで及び第

39条に規定する業務を目的とする施設に係るものに限

る。） 

(1)～(5) 略 

(6) 法第59条第７項の規定による情報の提供の要求 

(7) 法第59条第８項の規定による通知 

 (8) 法第59条第９項の規定による公表 

(9)～(12) 略 

 (13) 法第59条の２の６の規定による協力要請 

(14)・(15) 略 

略 

18の３～42 略  

別表第１（第２条、第３条関係） 

１～18 略  

18の２ 児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下この

項において「法」という。）及び児童福祉法施行規則

（昭和23年厚生省令第11号。以下この項において「省

令」という。）に基づく事務のうち、次に掲げるもの

（第１号から第６号まで     に掲げる事務に

あっては、法第６条の３第９項から第12項まで及び第

39条に規定する業務を目的とする施設に係るものに限

る。） 

(1)～(5) 略 

 

(6) 法第59条第７項の規定による通知 

  

(7)～(10) 略 

 

(11)・(12) 略 

略 

18の３～42 略  
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附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

 

別表第２（第２条関係） 

１～16 略  

16の２ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50

号。以下この項において「法」という。）及び難病の患者に対する医

療等に関する法律施行規則（平成26年厚生労働省令第121号。以下こ

の項において「省令」という。）に基づく事務のうち、次に掲げるも

の 

(1)～(5) 略 

(6) 法第10条第３項の規定による医療受給者証の提出の要求（第３号

及び第４号の申請に係るものに限る。） 

(7)～(11) 略 

17～31 略  
 

 

別表第２（第２条関係） 

１～16 略  

16の２ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50

号。以下この項において「法」という。）及び難病の患者に対する医

療等に関する法律施行規則（平成26年厚生労働省令第121号。以下こ

の項において「省令」という。）に基づく事務のうち、次に掲げるも

の 

(1)～(5) 略 

(6) 法第10条第２項の規定による医療受給者証の提出の要求（第３号

及び第４号の申請に係るものに限る。） 

(7)～(11) 略 

17～31 略  
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 第９号議案 
 

    栃木県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正について 
 

  栃木県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例 

栃木県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成16年栃木県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

   栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報

通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定

めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素

化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって県民生

活の向上及び県民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

 (1)～(11) 略 

 (12) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。 

 

（電子情報処理組織による申請等） 

第３条       申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定

において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの

については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところに

より、規則等で定める電子情報処理組織（県の機関の使用に係る電子計

   栃木県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、県の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法により行うことができるようにするための共通する事項を定めること

により、県民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効

率化に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

 (1)～(11) 略 

 

 

（電子情報処理組織による申請等） 

第３条 県の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定

により 書面等により行うこととしている           もの

については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところに

より、       電子情報処理組織（県の機関の使用に係る電子計
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算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

以下同じ。）を使用する方法により行うことができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等につい

ては、当該申請等に関する他の                 あ

あ条例等の規定に規定する方法 により行われたものとみなして、当該

条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、

当該申請等を受ける県の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルへの記録がされた時に当該県の機関に到達したものとみなす。 

４ 申請等のうち           当該申請等に関する他の条例等

の規定において署名等をすることが規定されているものを第１項の電子

情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等について

は、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人

番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番

号カードをいう。第７条において同じ。）の利用その他の氏名又は名称

を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えるあああ

あああああことができる。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の

納付の方法が規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用す

る方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該条例等

の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信技術を利用する方法であって規則等で定めるものをもってすることが

できる。 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場

合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものが

ある場合その他の当該申請等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用

する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分があ

る場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところにより、

当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用す

る。この場合において、第２項中「行われた申請等」とあるのは、「行

われた申請等（第６項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。

以下この項から第５項までにおいて同じ。）」とする。 

算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と申請等をする者  の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

以下同じ。）を使用して行わせる   ことができる。 

２ 前項の規定             により行われた申請等につい

ては、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関す

る条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、ああ

ああああああ 当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の規定             により行われた申請等は、

同項の      県の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルへの記録がされた時に当該県の機関に到達したものとみなす。 

４ 第１項の場合において、県の機関は、当該申請等に関する他の条例等

の規定により 署名等をすることとしているものああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああについて

は、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人

番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番

号カードをいう。第11条において同じ。）の利用その他 氏名又は名称

を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に

代えさせることができる。 
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（電子情報処理組織による処分通知等） 

第４条       処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例

等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されて

いるものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定める

ところにより、規則等で定める電子情報処理組織を使用する方法により

ああああああああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああ行うことが

できる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を

使用する方法により受ける旨の規則等で定める方式による表示をする場

合に限る。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等に

ついては、当該処分通知等に関する他のああああああああああああああ

あああああああ条例等の規定に規定する方法 により行われたものとみ

なして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適

用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等

は、当該 処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したも

のとみなす。 

４ 処分通知等のうち         当該処分通知等に関する他の条

例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第１項の

電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等につ

いては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする

措置であって規則等で定めるものをもって      代えることがで

きる。 

５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情が

ある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要が

あるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第１項の電子情報

処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認め

られる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定める

ところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各

項の規定を適用する。この場合において、第２項中「行われた処分通知

等」とあるのは、「行われた処分通知等（第５項の規定により前項の規

 

（電子情報処理組織による処分通知等） 

第４条 県の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例

等の規定により 書面等により行うこととしているあああああああああ

ああものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定める

ところにより、       電子情報処理組織（県の機関の使用に係

る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気

通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用して行うことが

できる。ああ 

 

 

２ 前項の規定             により行われた処分通知等に

ついては、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分

通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみ

なして、         当該処分通知等に関する条例等の規定を適

用する。 

３ 第１項の規定            により行われた処分通知等

は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したも

のとみなす。 

４ 第１項の場合において、県の機関は、当該処分通知等に関する他の条

例等の規定により 署名等をすることとしているものああああああああ

ああああああああああああああああああああああああああああああにつ

いては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする

措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えることがで

きる。 
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定を適用する部分に限る。以下この項から第４項までにおいて同

じ。）」とする。 

 

（電磁的記録による縦覧等） 

第５条       縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定

において書面等により行うことが規定されているもの（申請等に基づく

ものを除く。）については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で

定めるところにより、           当該書面等に係る電磁的

記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により  行う

ことができる。 

２ 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧

等については、当該縦覧等に関する他のああああああああああああああ

あああああ条例等の規定により  書面等により行われたものとみなし

て、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。 

 

（電磁的記録による作成等） 

第６条       作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定

において書面等により行うことが規定されているものについては、当該

条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、あああああ

ああああああ当該書面等に係る電磁的記録により  行うことができ

る。 

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関

する他の                   条例等の規定により

ああ書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作

成等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 作成等のうち           当該作成等に関する他の条例等

の規定において署名等をすることが規定されているものを第１項の電磁

的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定

にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定め

るものをもって      代えることができる。 

 

（添付書面等の省略） 

第７条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の規

則等で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定にお

 

 

 

（電磁的記録による縦覧等） 

第５条 県の機関は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定

により 書面等により行うこととしている   もの（申請等に基づく

ものを除く。）については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で

定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的

記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う

ことができる。 

２ 前項の規定                 により行われた縦覧

等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧

等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなし

て、         当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。 

 

（電磁的記録による作成等） 

第６条 県の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定

により 書面等により行うこととしている   ものについては、当該

条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、書面等の作

成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができ

る。 

２ 前項の規定   により行われた作成等については、当該作成等を書

面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定

する書面等により行われたものとみなして、         当該作

成等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の場合において、県の機関は、当該作成等に関する他の条例等

の規定により 署名等をすることとしているものああああああああああ

あああああああああああああああああ については、当該条例等の規定

にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定め

るものをもって当該署名等に代えることができる。 
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    附 則 

  （施行期日） 

１ この条例は、令和４年11月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例（以下「新条例」という。）第３条及び第４条の規定は、この  

条例の施行の日以後に行われる申請等（新条例第２条第８号に規定する申請等をいう。）又は処分通知等（新条例第２条第９号に規定する処分通知  

等をいう。）について適用し、同日前に行われた電子情報処理組織による申請等（この条例による改正前の栃木県行政手続等における情報通信の技  

術の利用に関する条例（以下「旧条例」という。）第２条第８号に規定する申請等をいう。）又は処分通知等（旧条例第２条第９号に規定する処分  

通知等をいう。）については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に旧条例第５条又は第６条の規定により行われている縦覧等又は作成等については、新条例第５条又は第６条の規定により  

行われている縦覧等又は作成等とみなして、これらの規定を適用する。 

 （職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

４ 職員等の旅費に関する条例（昭和36年栃木県条例第49号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

いて当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、

当該条例等の規定にかかわらず、県の機関が、当該申請等をする者が行

う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置で

あって当該書面等の区分に応じ規則等で定めるものにより、直接に、又

は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係

る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを

要しない。 

 

（情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表） 

第８条 知事は、少なくとも毎年度１回、県の機関が電子情報処理組織を

使用する方法により行うことができる県の機関に係る申請等及び処分通

知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に

関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表す

るものとする。 

 

第９条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表） 

第７条 知事は、少なくとも毎年度１回、県の機関が電子情報処理組織を

使用して行わせ又は行うことができる       申請等及び処分通

知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用      に

関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表す

るものとする。 

 

第８条 略 

改   正   後 改   正   前 

（旅行命令等） （旅行命令等） 
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  （栃木県県税条例の一部改正） 

５ 栃木県県税条例（平成17年栃木県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

  （栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正） 

６ 栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成19年栃木県条例第３号）の一部を次のように改正す  

第４条 略 

２～６ 略 

７ 第４項に規定する旅行命令簿等の提示については、栃木県情報通信技

術を活用した行政の推進等に関する条例ああ（平成16年栃木県条例第５

号）第４条の規定は、適用しない。 

８ 略 

 

（旅費の請求手続） 

第13条 略 

２～５ 略 

６ 第１項に規定する請求書又は書類の提出については、栃木県情報通信

技術を活用した行政の推進等に関する条例  第３条の規定は、適用し

ない。 

７ 略 

第４条 略 

２～６ 略 

７ 第４項に規定する旅行命令簿等の提示については、栃木県行政手続等

における情報通信の技術の利用に関する条例（平成16年栃木県条例第５

号）第４条の規定は、適用しない。 

８ 略 

 

（旅費の請求手続） 

第13条 略 

２～５ 略 

６ 第１項に規定する請求書又は書類の提出については、栃木県行政手続

等における情報通信の技術の利用に関する条例第３条の規定は、適用し

ない。 

７ 略 

改   正   後 改   正   前 

（種別割の徴収の方法の特例） 

第111条 種別割の納税義務者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律（平成14年法律第151号）第６条第１項（電子情報処理組織に

よる申請等）の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して

新規登録の申請を行い、併せて栃木県情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する条例ああ（平成16年栃木県条例第５号）第３条第１項（電

子情報処理組織による申請等）の規定により同項に規定する電子情報処

理組織を使用して第113条第１項の規定による申告書の提出を行う場合

には、前条第２項及び第３項の規定にかかわらず、当該納税義務者が当

該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に対して課する

種別割を法施行規則第９条の16に規定する方法により徴収することがで

きる。 

（種別割の徴収の方法の特例） 

第111条 種別割の納税義務者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律（平成14年法律第151号）第６条第１項（電子情報処理組織に

よる申請等）の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して

新規登録の申請を行い、併せて栃木県行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する条例（平成16年栃木県条例第５号）第３条第１項（電

子情報処理組織による申請等）の規定により同項に規定する電子情報処

理組織を使用して第113条第１項の規定による申告書の提出を行う場合

には、前条第２項及び第３項の規定にかかわらず、当該納税義務者が当

該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に対して課する

種別割を法施行規則第９条の16に規定する方法により徴収することがで

きる。 
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  る。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

改   正   後 改   正   前 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(1)～(9) 略 

(10) 交付等 民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事

項を交付し、若しくは提出し、又は提供することをいう。ただし、栃

木県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例ああ（平成16

年栃木県条例第５号）第２条第８号に掲げる申請等として行うものを

除く。 

(11) 略 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(1)～(9) 略 

(10) 交付等 民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事

項を交付し、若しくは提出し、又は提供することをいう。ただし、栃

木県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成16

年栃木県条例第５号）第２条第８号に掲げる申請等として行うものを

除く。 

(11) 略 
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 第１０号議案 
 

    栃木県手数料条例の一部改正について 
 

  栃木県手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県手数料条例の一部を改正する条例 

  栃木県手数料条例（昭和31年栃木県条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

別表第１（第２条、第３条、第５条関係） 

？ 事 務 ？ ？ 金 額 ？ 

１～502 略 

503?教育職員免許法（昭和24年法

律第147号）第５条第１項及び

第16条第１項  の規定に基づ

く普通免許状の授与（同法第５

条の２第３項の規定に基づく新

教育領域の追加の定めを含

む。） 

略 

 

504?教育職員免許法第５条第２項

の規定に基づく特別免許状の授

与 

略 

505?教育職員免許法第５条第５項

の規定に基づく臨時免許状の授

与（同法第５条の２第３項の規

定に基づく新教育領域の追加の

定めを含む。） 

略 

506～508 略 

別表第１（第２条、第３条、第５条関係） 

？ 事 務 ？ ？ 金 額 ？ 

１～502 略 

503?教育職員免許法（昭和24年法

律第147号）第５条第１項及び

第16条の２第１項の規定に基づ

く普通免許状の授与（同法第５

条の２第３項の規定に基づく新

教育領域の追加の定めを含

む。） 

略 

 

504?教育職員免許法第５条第３項

の規定に基づく特別免許状の授

与 

略 

505?教育職員免許法第５条第６項

の規定に基づく臨時免許状の授

与（同法第５条の２第３項の規

定に基づく新教育領域の追加の

定めを含む。） 

略 

506～508 略 
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附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

508の２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

509～517 略 

あ備考 略 

508の２ 教育職員免許法第９条の

２第１項の規定に基づく普通免

許状又は特別免許状の有効期間

の更新の申請に対する審査 

3,300円 

508の３ 教育職員免許法第９条の

２第５項の規定に基づく普通免

許状又は特別免許状の有効期間

の延長の申請に対する審査 

2,000円 

508の４ 略 

508の５ 教育職員免許法及び教育

公務員特例法の一部を改正する

法律（平成19年法律第98号）附

則第２条第２項又は第３項第３

号の規定に基づく確認の申請に

対する審査 

3,300円 

508の６ 教育職員免許法及び教育

公務員特例法の一部を改正する

法律附則第２条第４項の規定に

基づく修了確認期限の延期の申

請に対する審査 

2,000円 

508の７ 教育職員免許法及び教育

公務員特例法の一部を改正する

法律附則第２条第５項の規定に

基づく認定の申請に対する審査 

3,300円 

509～517 略 

あ備考 略 
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 第１１号議案 
 

    特定非営利活動促進法施行条例の一部改正について 
 

  特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例 

特定非営利活動促進法施行条例（平成10年栃木県条例第34号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

第15条 略 

 

（情報通信技術の利用） 

第16条 第２条第１項の規定による提出、第３条第１項の規定による提

出、同条第２項（第４条、第７条第２項及び第13条第２項（第15条にお

いて準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）の規定に

よる添付、第５条の規定による提出、第７条第１項の規定による提出、

第８条（第９条及び第14条において準用する場合を含む。）の規定によ

る提出、第10条（第15条において準用する場合を含む。）の規定による

提出及び第12条（第15条において準用する場合を含む。）の規定による

提出（以下「提出等」という。）については、規則で定めるところによ

り、規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことがで

きる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた提出等は、当

該提出等を受ける知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ

の記録がされた時に知事に到達したものとみなす。 

３ 第１項の提出等については、栃木県情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する条例（平成16年栃木県条例第５号）第３条の規定は適用し

ない。 

４ 第６条及び第11条（第15条において準用する場合を含む。）の規定に 

第15条 略 
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よる閲覧については、規則で定めるところにより、書面等（情報通信技

術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律第151号。以下

「情報通信技術活用法」という。）第３条第５号に規定する書面等をい

う。以下同じ。）に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項

を記載した書類により行うことができる。 

５ 前項の閲覧については、栃木県情報通信技術を活用した行政の推進等

に関する条例第５条の規定は適用しない。 

 

（情報通信技術活用法の適用） 

第17条 情報通信技術活用法第６条第１項の規定により、法第74条に規定

する提出及び届出については、規則で定めるところにより、規則で定め

る電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。 

２ 情報通信技術活用法第７条第１項の規定により、法第74条に規定する

通知及び交付（以下「通知等」という。）については、規則で定めると

ころにより、規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う

ことができる。ただし、当該通知等を受ける者が当該電子情報処理組織

を使用する方法により受ける旨の規則で定める方式による表示をする場

合に限る。 

３ 情報通信技術活用法第８条第１項の規定により、法第74条に規定する

縦覧及び閲覧については、規則で定めるところにより、書面等に係る電

磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行う

ことができる。 

 

 （電子文書法の適用） 

第18条 特定非営利活動法人は、民間事業者等が行う書面の保存等におけ

る情報通信の技術の利用に関する法律（平成16年法律第149号。以下

「電子文書法」という。）第３条第１項の規定により、法第75条に規定

する                               

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

   備置きについて、規則で定めるところにより、書面（電子文書法第 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（電磁的記録による保存等） 

第16条 特定非営利活動法人は、民間事業者等が行う書面の保存等におけ

る情報通信の技術の利用に関する法律（平成16年法律第149号。以下

「電子文書法」という。）第３条第１項の規定により、法第14条（法第

39条第２項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による備

置き、法第28条第１項及び第２項の規定による備置き、法第35条第１項

の規定による備置き、法第54条第１項（法第62条（法第63条第５項にお

いて準用する場合を含む。）及び第63条第５項において準用する場合を

含む。）の規定による備置き並びに法第54条第２項及び第３項（これら

の規定を法第62条において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定に

よる備置きについて、規則で定めるところにより、書面         
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附 則 

  この条例は、令和４年12月１日から施行する。 

 ２条第３号に規定する書面をいう。以下同じ。）の保存に代えて当該書 

面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。 

２ 特定非営利活動法人は、電子文書法第４条第１項の規定により、法第

75条に規定する                                

                              作成

について、規則で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に

係る電磁的記録の作成を行うことができる。  

３ 特定非営利活動法人は、電子文書法第５条第１項の規定により、法第

75条に規定する                                 

                                  

                                  

                         閲覧について、規

則で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的

記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う

ことができる。 

 

第19条 略 

                      の保存に代えて当該書

面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。 

２ 特定非営利活動法人は、電子文書法第４条第１項の規定により、法第

14条の規定による作成、法第28条第１項の規定による作成、法第35条第

１項の規定による作成及び法第54条第２項及び第３項の規定による作成

について、規則で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に

係る電磁的記録の作成を行うことができる。 

３ 特定非営利活動法人は、電子文書法第５条第１項の規定により、法第

28条第３項の規定による閲覧、法第45条第１項第５号（法第51条第５項

及び第63条第５項において準用する場合を含む。）の規定による閲覧並

びに法第52条第４項及び第５項並びに第54条第４項（これらの規定を法

第62条において準用する場合を含む。）の規定による閲覧について、規

則で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的

記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う

ことができる。 

 

第17条 略 
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 第１２号議案 
 

    栃木県道路占用料徴収条例の一部改正について 
 

  栃木県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

栃木県道路占用料徴収条例（昭和28年栃木県条例第36号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

別表（第２条関係） 

占 用 物 件 

占 用 料（単位 円） 

単 位 

所 在 地 

第３

級地 

第４

級地 

第５

級地 

略 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面

積１平

方メー

トルに

つき１

年 

略 

令第７条第３号に掲げる施設 Ａ×0.033 

略 

令第７条第

８号に掲げ

る施設 

略 占用面

積１平

方メー 

トルに

つき１

年 

略 

略 略 

令第７条第

13号に掲げ

略 略 

別表（第２条関係） 

占 用 物 件 

占 用 料（単位 円） 

単 位 

所 在 地 

第３

級地 

第４

級地 

第５

級地 

略 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面

積１平

方メー

トルに

つき１

年 

略 

  

略 

令第７条第

８号に掲げ

る施設 

略 占用面

積１平

方メー 

トルに

つき１

年 

略 

略 略 

令第７条第

13号に掲げ

略 略 
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附 則 

  この条例は、令和４年11月１日から施行する。 

る施設 

令第７条第14号に掲げる施設 Ａ×0.033 

備考 略 

る施設 

    

備考 略 
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 第１３号議案 
 

    栃木県建築基準条例等の一部改正について 
 

  栃木県建築基準条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 栃木県条例第   号 

    栃木県建築基準条例等の一部を改正する条例 

 （栃木県建築基準条例の一部改正） 

第１条 栃木県建築基準条例（昭和57年栃木県条例第２号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

（栃木県手数料条例の一部改正） 

第２条 栃木県手数料条例（昭和31年栃木県条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（仮設建築物等に対する制限の緩和） 

第45条 この条例の規定は、法第85条第６項若しくは第７項の規定による

許可を受けた仮設建築物又は法第87条の３第６項若しくは第７項の規定

による許可を受けた建築物については、適用しない。 

（仮設建築物等に対する制限の緩和） 

第45条 この条例の規定は、法第85条第５項若しくは第６項の規定による

許可を受けた仮設建築物又は法第87条の３第５項若しくは第６項の規定

による許可を受けた建築物については、適用しない。 

改   正   後 改   正   前 

別表第１（第２条、第３条、第５条関係） 

？ 事 務 ？ ？ 金 額 ？ 

１～449a略 

450a建築基準法第85条第６項の規

定に基づく仮設建築物の建築の

許可の申請に対する審査 

略 

450の２a建築基準法第85条第７項

の規定に基づく仮設建築物の建

築の許可の申請に対する審査 

略 

別表第１（第２条、第３条、第５条関係） 

？ 事 務 ？ ？ 金 額 ？ 

１～449a略 

450a建築基準法第85条第５項の規

定に基づく仮設建築物の建築の

許可の申請に対する審査 

略 

450の２a建築基準法第85条第６項

の規定に基づく仮設建築物の建

築の許可の申請に対する審査 

略 
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（栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正） 

第３条 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成11年栃木県条例第31号）の一部を次のように改正する。 

   次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

451～455の３の３  略 

455の３の４ 建築基準法第87条の

３第６項の規定に基づく建築物

の一時的な使用に係る許可の申

請に対する審査 

略 

455の３の５ 建築基準法第87条の

３第７項の規定に基づく建築物

の一時的な使用に係る許可の申

請に対する審査 

略 

455の４～517 略 

あ備考 略 

451～455の３の３  略 

455の３の４a建築基準法第87条の

３第５項の規定に基づく建築物

の一時的な使用に係る許可の申

請に対する審査 

略 

455の３の５a建築基準法第87条の

３第６項の規定に基づく建築物

の一時的な使用に係る許可の申

請に対する審査 

略 

455の４～517 略 

あ備考 略 

改   正   後 改   正   前 

別表第１（第２条、第３条関係） 

１～36の２ 略  

37 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下この項に

おいて「法」という。）、建築基準法施行令（昭和25

年政令第338号。以下この項において「政令」とい

う。）及び法の施行のための規則に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの 

(1)～(52)ｱ略 

(53)あ法第85条第６項の規定による許可の申請の受理 

 等 

(54) 法第85条第７項の規定による許可の申請の受理 

 等 

(55)～(95) 略 

(96) 法第87条の３第６項の規定による許可の申請の 

受理等 

略 

別表第１（第２条、第３条関係） 

１～36の２ 略  

37 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下この項に

おいて「法」という。）、建築基準法施行令（昭和25

年政令第338号。以下この項において「政令」とい

う。）及び法の施行のための規則に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの 

(1)～(52)ｱ略 

(53)あ法第85条第５項の規定による許可の申請の受理 

 等 

(54) 法第85条第６項の規定による許可の申請の受理 

 等 

(55)～(95) 略 

(96) 法第87条の３第５項の規定による許可の申請の 

受理等 

略 
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附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

 

(97) 法第87条の３第７項の規定による許可の申請の 

受理等 

(98)～(120)ｱ略 

37の２～42 略  

   

(97) 法第87条の３第６項の規定による許可の申請の 

受理等 

(98)～(120)ｱ略 

37の２～42 略  
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 第１４号議案 
 

    栃木県土地利用審査会委員の任命同意について 
 

 

  栃木県土地利用審査会委員として、次の者の任命について、国土利用計画法（昭和49年法律第92号）第39条第４項の規定により議会の同意を求める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                         栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

     石    井    信    行 

 

    永    井    正    義 

 

     興    野    礼    子 

 

    篠    村    知    子 

 

    森    本    章    倫 

 

    横    田    美 和 子 

 

    土    谷    英    一 
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 第１５号議案 
 

    栃木県公安委員会委員の任命同意について 
 

 

  栃木県公安委員会委員として、次の者の任命について、警察法（昭和29年法律第162号）第39条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

    蓬    田    勝    美 
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 第１６号議案 
 

    権利の放棄について 
 

 

  次の権利の放棄について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第10号の規定により議会の議決を求める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

１ 放棄する権利  中小企業高度化等資金貸付金に係る債権 

 

 ２ 放棄する金額  貸付金元金552,784,133円及びその違約金に相当する額 

 

３ 債務者の住所、氏名及び金額 

 

 

 

 

 

 

 

４ 権利放棄の理由  主たる債務者の実態がなく、連帯保証人の無資力等により、当該債権の回収が不能であるため、権利を放棄するものである。 

 

住   所         氏             名      貸付金元金額 貸付年度 

鹿沼市村井町188番地８ 協同組合コミュニティータウン 代表理事 海老澤 伸男 834,760,000円 平成元年度 
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 第１７号議案 
 
    工事請負契約の締結について 
 
 
  次のとおり契約を締結するものとする。 

 
   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 
 １ 工 事 施 工 箇 所  茨城県鉾田市玉田 

 

 ２ 工 事 名  栃木県立とちぎ海浜自然の家本館空調設備改修工事（長寿命化） 

 

 ３ 契 約 者  栃 木 県 知 事    福  田  富  一 

 

 ４ 契 約 の 方 法  総合評価一般競争入札 

 

 ５ 契 約 金 額  1,083,500,000円 

 

 ６ 契 約 の 相 手 方  宇都宮市平出工業団地６番12 

 

             岩原・和田・横山特定建設工事共同企業体 

 

             代表者 岩原産業株式会社 代表取締役 岩 原 正 樹 
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 第１８号議案 
 
    工事請負契約の締結について 
 
 
  次のとおり契約を締結するものとする。 

 
   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 
 １ 工 事 施 工 箇 所  宇都宮市下小池町 

 

 ２ 工 事 名  栃木県林業大学校（仮称）研修・研究棟ほか新築工事 

 

 ３ 契 約 者  栃 木 県 知 事    福  田  富  一 

 

 ４ 契 約 の 方 法  総合評価一般競争入札 

 

 ５ 契 約 金 額  623,150,000円 

 

 ６ 契 約 の 相 手 方  宇都宮市若草１丁目１番６号 

 

             日豊・中村特定建設工事共同企業体 

 

             代表者 日豊工業株式会社 代表取締役 轟   久 敬 
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 第１９号議案 
 

    令和３年度栃木県電気事業会計未処分利益剰余金の処分について 
 

 

  令和３年度栃木県電気事業会計未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第32条第２項の規定により、次のとおり議 

 

 会の議決を求める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

  令和３年度栃木県電気事業会計未処分利益剰余金295,918,231円を資本金に組み入れるものとする。 

 

  （令和３年度栃木県電気事業会計決算書は別冊） 
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 第２０号議案 
 

    令和３年度栃木県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 
 

 

  令和３年度栃木県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第32条第２項の規定により、次のとおり議 

 

 会の議決を求める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

令和３年度栃木県水道事業会計未処分利益剰余金572,601,838円のうち2,323,088円を減債積立金に、293,556,116円を建設改良積立金に積み立て、 

 

276,722,634円を資本金に組み入れるものとする。 

 

  （令和３年度栃木県水道事業会計決算書は別冊） 
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 第２１号議案 
 

    令和３年度栃木県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 
 

 

令和３年度栃木県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第32条第２項の規定により、次のと 

 

 おり議会の議決を求める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

令和３年度栃木県工業用水道事業会計未処分利益剰余金239,345,256円のうち69,799,373円を長期借入金償還積立金に積み立て、169,545,883円を資本 

 

本金に組み入れるものとする。 

 

  （令和３年度栃木県工業用水道事業会計決算書は別冊） 
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 認定第１号 
 

    令和３年度栃木県病院事業会計決算の認定について 
 

 

  令和３年度栃木県病院事業会計決算について、監査委員の意見を付して認定を求める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                         栃 木 県 知 事    福   田   富   一   

 

  （令和３年度栃木県病院事業会計決算書及び令和３年度栃木県病院事業会計決算審査意見書は別冊） 
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 認定第２号 
 

    令和３年度栃木県流域下水道事業会計決算の認定について 
 

 

  令和３年度栃木県流域下水道事業会計決算について、監査委員の意見を付して認定を求める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                         栃 木 県 知 事    福   田   富   一   

 

  （令和３年度栃木県流域下水道事業会計決算書及び令和３年度栃木県流域下水道事業会計決算審査意見書は別冊） 
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 認定第３号 
 

    令和３年度栃木県電気事業会計決算の認定について 
 

 

  令和３年度栃木県電気事業会計決算について、監査委員の意見を付して認定を求める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

  （令和３年度栃木県電気事業会計決算書及び令和３年度栃木県電気事業会計決算審査意見書は別冊） 
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 認定第４号 
 

    令和３年度栃木県水道事業会計決算の認定について 
 

 

  令和３年度栃木県水道事業会計決算について、監査委員の意見を付して認定を求める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

  （令和３年度栃木県水道事業会計決算書及び令和３年度栃木県水道事業会計決算審査意見書は別冊） 
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 認定第５号 
 

    令和３年度栃木県工業用水道事業会計決算の認定について 
 

 

  令和３年度栃木県工業用水道事業会計決算について、監査委員の意見を付して認定を求める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

  （令和３年度栃木県工業用水道事業会計決算書及び令和３年度栃木県工業用水道事業会計決算審査意見書は別冊） 
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 認定第６号 
 

    令和３年度栃木県用地造成事業会計決算の認定について 
 

 

  令和３年度栃木県用地造成事業会計決算について、監査委員の意見を付して認定を求める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

  （令和３年度栃木県用地造成事業会計決算書及び令和３年度栃木県用地造成事業会計決算審査意見書は別冊） 

129　　



                                                                   130  

 認定第７号 
 

    令和３年度栃木県施設管理事業会計決算の認定について 
 

 

  令和３年度栃木県施設管理事業会計決算について、監査委員の意見を付して認定を求める。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日 提 出 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

  （令和３年度栃木県施設管理事業会計決算書及び令和３年度栃木県施設管理事業会計決算審査意見書は別冊） 
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 報告第１号 
 

    令和３年度栃木県電気事業会計継続費精算報告書の報告について 
 

 

  令和３年度栃木県電気事業会計継続費精算報告書を地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第18条の２第２項の規定により、次のとおり報告 

 

 する。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日  

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     

 

 

 

企経第41号   

   

令和４年５月31日   

   

  栃木県知事  福 田 富 一 様 

 

栃木県知事  福 田 富 一   

 

    令和３年度栃木県電気事業会計継続費精算報告書の提出について 

 

  令和３年度栃木県電気事業会計継続費精算報告書を地方公営企業法施行令第18条の２第２項の規定に基づき、別紙のとおり提出いたします。 
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（別紙）

年 割 額 国 庫 建設改良 損益勘定 国 庫 建設改良 損益勘定 と 支 払 国 庫 建設改良 損益勘定

補 助 金 積 立 金 留保資金 補 助 金 積 立 金 留保資金 額 の 差 補 助 金 積 立 金 留保資金

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 資本的 1 建　設 川治第一 2 95, 95, 16, 16, 78, 78,

支 出 　改良費 発 電 所 150,000 150,000 830,000 830,000 320,000 320,000

ゲ ー ト 3 46, 46, 86, 86, △40, △40,

巻揚装置 200,000 200,000 680,000 680,000 480,000 480,000

計 141, 141, 103, 103, 37, 37,

350,000 350,000 510,000 510,000 840,000 840,000

板 室 2 12, 12, 3, 3, 9, 9,

発 電 所 731,000 731,000 532,000 532,000 199,000 199,000

変 電 所 3 38, 38, 35, 35, 2, 2,

改修工事 189,000 189,000 408,000 408,000 781,000 781,000

計 50, 50, 38, 38, 11, 11,

920,000 920,000 940,000 940,000 980,000 980,000

負 担 金 義務発生 企 業 債 負 担 金負 担 金 発 生 額 企 業 債

款 項 事 業 名 年 度

全　　　　　体　　　　　計　　　　　画 実　　　　　　　　　　　　　　　　　績 比　　　　　　　　　　　　　　　　　較

更新工事

屋 外

000

令和３年度栃木県電気事業会計継続費精算報告書　　　　　

左　 の 　財 　源 　内 　訳 左　 の 　財 　源 　内 　訳 左　 の 　財 　源 　内 　訳

取 水 口

支払義務 年 割 額

企 業 債
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 報告第２号 
 

    令和３年度栃木県水道事業会計継続費精算報告書の報告について 
 

 

  令和３年度栃木県水道事業会計継続費精算報告書を地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第18条の２第２項の規定により、次のとおり報告 

 

 する。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日  

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一    

 

 

 

企経第42号   

   

令和４年５月31日   

   

  栃木県知事  福 田 富 一 様 

 

栃木県知事  福 田 富 一   

 

    令和３年度栃木県水道事業会計継続費精算報告書の提出について 

 

  令和３年度栃木県水道事業会計継続費精算報告書を地方公営企業法施行令第18条の２第２項の規定に基づき、別紙のとおり提出いたします。 
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（別紙）

年 割 額 国 庫 建設改良 損益勘定 国 庫 建設改良 損益勘定 と 支 払 国 庫 建設改良 損益勘定

補 助 金 積 立 金 留保資金 補 助 金 積 立 金 留保資金 額 の 差 補 助 金 積 立 金 留保資金

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 資本的 1 建　設 無停電電 2 39, 30, 9, 39, 30, 9,

支 出 　改良費 源設備等 401,000 000,000 401,000 401,000 000,000 401,000

3 59, 59, 54, 54, 5, 5,

101,000 101,000 099,000 099,000 002,000 002,000

計 98， 30, 68， 93, 30, 63, 5, 5,

502,000 000,000 502,000 500,000 000,000 500,000 002,000 002,000

No.1排泥 2 86, 70, 16, 86, 70, 16,

池汚泥掻 240,000 000,000 240,000 240,000 000,000 240,000

工 事 3 112, 100, 12, 142, 100, 42, △29, △29,

860,000 000,000 860,000 516,000 000,000 516,000 656,000 656,000

計 199, 170, 29, 142, 100, 42, 56, 70, △13,

100,000 000,000 100,000 516,000 000,000 516,000 584,000 000,000 416,000

000

令和３年度栃木県水道事業会計継続費精算報告書　　　　　

全　　　　　体　　　　　計　　　　　画 実　　　　　　　　　　　　　　　　　績 比　　　　　　　　　　　　　　　　　較

款 項 事 業 名 年 度

左　 の 　財 　源 　内 　訳 左　 の 　財 　源 　内 　訳 左　 の 　財 　源 　内 　訳

寄機更新

支払義務 年 割 額

企 業 債 負 担 金 発 生 額 企 業 債 負 担 金 義務発生 企 業 債 負 担 金

更新工事
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 報告第３号 
 

    知事の専決処分事項報告について 
 

 

  次の事項について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告 

 

 する。 

 

   令 和 ４ 年 ９ 月 1 6日  

                                         栃 木 県 知 事    福   田   富   一    

 

 １ 専決処分第11号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 ２ 専決処分第12号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 ３ 専決処分第13号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 ４ 専決処分第14号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 ５ 専決処分第15号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 ６ 専決処分第16号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 ７ 専決処分第17号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 ８ 専決処分第18号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 ９ 専決処分第19号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 10 専決処分第20号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 11 専決処分第21号  損害賠償の額の決定及び和解について 
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 12 専決処分第22号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 13 専決処分第23号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 14 専決処分第24号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 15 専決処分第25号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 16 専決処分第26号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 17 専決処分第28号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 18 専決処分第29号  損害賠償の額の決定及び和解について 

 

 19 専決処分第30号  工事請負契約の変更について 
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 専決処分第３０号 
 

    工事請負契約の変更について 
 

 

  令和２年度栃木県議会第372回通常会議において、第56号議案として議決を経た工事請負契約（那須庁舎本館棟新築電気設備工事）の一部について、 

 

次のとおり変更する。 

 

契約金額を599,929,000円とする。 

 

   令 和 ４ 年 ８ 月 2 3日 

                                        栃 木 県 知 事    福   田   富   一     
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